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緒
言

邪
馬
台
国
の
所
在
地
論
争
が
混
迷（

１
）す

る
根
本
要
因
は
、
決
定
的
物
証
の
欠
如
に
あ
る
。
考
古
学
の
既
知
の
遺
跡
・
遺
物
は
、〈
こ
こ

が
邪
馬
台
国
で
も
お
か
し
く
な
い
〉
と
い
う
蓋
然
性
以
上
の
も
の
を
示
せ
ず
、
文
献
史
学
の
根
本
史
料
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
は
、
複
数

の
解
釈
を
許
す
曖
昧
さ
と
明
白
な
矛
盾
が
内
在
し
、
近
年
で
は
、
儒
教
の
教
条
主
義
的
な
世
界
観
に
合
わ
せ
つ
つ
司
馬
懿
に
迎
合
し
た

作
文
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
指
摘
ま
で
現
れ
て
い
る（

２
）。

全
体
の
整
合
性
に
欠
け
る
状
況
証
拠
の
み
を
分
析
す
る
の
で
、
ど
の
主
張
も
恣

意
的
な
情
報
操
作
を
伴
い
、
た
め
に
〈
あ
り
得
る
一
つ
の
推
論
〉
の
域
を
出
な
か
っ
た
。

か
か
る
現
況
を
打
破
す
る
に
は
、
考
古
学
的
な
物
証
の
出
土
を
待
つ
こ
と
を
除
け
ば
、
原
理
的
に
一
意
の
解
を
導
け
な
い
『
魏
志
』

倭
人
伝
を
離
れ
、
独
自
に
信
頼
性
が
保
証
さ
れ
る
別
個
の
史
料
群
に
よ
っ
て
、
独
立
し
た
証
明
を
得
る
以
外
に
な
い
。
本
稿
は
そ
の
観
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点
か
ら
、
倭
国
と
古
代
中
国
に
お
け
る
「
国
」
の
態
様
の
考
究
を
通
じ
て
、〈
邪
馬
台
国
は
畿
内
に
あ
っ
た
〉
可
能
性
の
一
証
左
を
示

し
た
い
。

論
証
の
手
が
か
り
は
、「
倭
」
と
「
ヤ
マ
ト
」
の
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
を
論
ず
る
に
は
、
最
初
に
二
種
類
の
「
国
（
ク
ニ
）」
概
念
を

整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
列
島
統
一
王
朝
の
支
配
領
域
全
体
を
「
日
本
国
」
と
い
う
時
の
「
国
」
と
、
そ
の
内
部
の
構
成
要

素
た
る
「
国
」
で
あ
る
。

倭
人
の
「
国
」
は
、
八
年
に
滅
ん
だ
前
漢
に
参
朝
し
た
倭
人
の
「
百
余
国0

」
を
初
見
と
し（

３
）、

そ
の
う
ち
「
三
十
国
」
が
後
漢
・
曹
魏

と
継
続
的
に
通
交
し（

４
）、

そ
の
う
ち
一
つ
が
五
七
年
に
後
漢
に
朝
貢
し
て
「
倭
奴
国0

」
と
し
て
「
漢
委
奴
国
王
」
印
を
得
た（

５
）。

曹
魏
と
通

交
し
た
「
三
十
国
」
は
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
列
記
さ
れ
た
対
馬
国
・
一
支
国
・
邪
馬
台
国
等
で
、
そ
の
規
模
は
大
き
く
と
も
後
の
養
老

令
制
の
郡
規
模
と
見
ら
れ
る
。
四
七
八
年
に
倭
王
武
は
南
朝
劉
宋
に
対
し
て
自
己
の
支
配
圏
を
「
東
征
毛
人
五
十
五
国0

、
西
服
衆
夷

六
十
六
国0

、
渡
平
海
北
九
十
五
国0

」
と
述
べ（

６
）、

こ
の
う
ち
日
本
列
島
内
と
判
断
さ
れ
る
「
毛
人
五
十
五
国
」
と
「
衆
夷
六
十
六
国
」
の

計
一
二
一
「
国
」
は
、
総
数
の
近
さ
か
ら
見
て
漢
・
曹
魏
代
の
「
百
余
国
」
の
後
身
と
思
わ
れ
る
。
六
〇
〇
年
に
遣
隋
使
が
隋
に
知
ら

せ
た
日
本
列
島
内
部
の
地
方
行
政
単
位
は
「
有
軍
尼

0

0

一
百
二
十
人
、
猶
中
国
牧
宰
」
と
記
録
さ
れ（

７
）、

中
国
の
牧
宰
（
郡
太
守
）
に
似
た

統
率
者
、「
ク
ニ
」
と
い
う
音
、
一
二
〇
と
い
う
総
数
か
ら
見
て
、
倭
王
武
の
一
二
一
「
国
」
の
後
身
に
違
い
な
い
。

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
「
国
」
々
を
包
括
す
る
「
倭
」
王
朝
の
支
配
領
域
全
体
も
「（
倭
）
国
」
と
呼
ば
れ
た
事
実
で
あ
る
。
後
漢
末

期
の
日
本
列
島
は
「
其
国0

」
と
、そ
の
内
乱
は
「
倭
国0

乱
」
と
呼
ば
れ
た（

８
）。

五
世
紀
に
南
朝
か
ら
冊
封
を
受
け
た
倭
の
五
王
は
「
倭
国0

王
」

に
封
じ
ら
れ
、
倭
王
武
は
、「
毛
人
」「
衆
夷
」「
海
北
」
の
一
二
一
「
国
」
を
包
括
す
る
支
配
領
域
全
体
を
「
封
国

0

0

偏
遠
、
作
藩
于
外
」

と
呼
び
、
七
世
紀
初
頭
に
は
一
二
〇
の
「
軍
尼
（
ク
ニ
）」
を
内
包
す
る
日
本
列
島
全
体
が
「
倭
国
」
と
呼
ば
れ
た（

９
）。

こ
の
よ
う
に
、遅
く
と
も
後
漢
末
以
降
、日
本
列
島
は
倭
「
国
」
が
一
〇
〇
以
上
の
構
成
「
国
」
を
内
包
す
る
二
重
「
国
」
構
造
を
持
っ
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た
。
そ
れ
は
後
の
令
制
で
「
日
本
国
」
が
六
六
「
国
」（
＋
二
島
）
を
内
包
し
た
構
造
の
直
接
的
前
提
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
律
令
制

の
有
無
と
無
関
係
の
国
土
構
造
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、こ
の
二
重
「
国
」
構
造
で
内
包
さ
れ
る
側
（
令
制
国
と
そ
の
前
身
）
を
〝
部
分
国
〟、そ
の
名
を
〝
部
分
国
名
〟
と
呼
び
、

内
包
す
る
側
（「
日
本
国
」
と
前
身
「
倭
国
」）
を
〝
全
体
国
〟、
そ
の
名
を
〝
全
体
名
〟
と
呼
ぶ
。
さ
ら
に
後
述
の
通
り
、
部
分
国
「
ヤ

マ
ト
ノ
ク
ニ
」
は
、よ
り
小
さ
な
最
小
単
位
の
構
成
要
素
「
ヤ
マ
ト
」
地
区
（
令
制
の
城
下
郡
大
和
郷

0

0

0

）
を
内
包
し
た
。
そ
の
場
合
の
「
ヤ

マ
ト
」
を
〝
最
小
地
名
〟
と
呼
び
、
最
小
地
名
と
部
分
国
名
を
併
せ
て
〝
部
分
名
〟
と
呼
ぶ
。
中
国
に
つ
い
て
も
同
様
に
呼
び
分
け
、

全
体
国
た
る
中
国
王
朝
は
統
一
完
遂
の
有
無
を
問
わ
ず
〝
統
一
王
朝
〟
と
呼
ぶ
。
ま
た
、「
日
本
国
」
成
立
の
前
後
を
問
わ
ず
、
現
代

日
本
語
の
母
体
た
る
古
代
言
語
を
〝
日
本
語
〟
と
呼
ぶ
。

一　

全
体
名
「
倭
」
の
部
分
名
転
移
と
「
ヤ
マ
ト
」

古
今
を
通
じ
て
最
も
代
表
的
な
全
体
名
た
る
「
日
本
」
は
、
出
現
以
来
、
部
分
名
と
し
て
使
わ
れ
た
形
跡
が
極
め
て
乏
し
く
、
し
か

も
用
例
の
出
現
す
る
典
籍
に
偏
り
が
あ
る
。

遅
く
と
も
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
完
成
の
大
宝
律
令
ま
で
に
全
体
名
「
日
本
」
が
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、和
銅
五
年
（
七
一
二
）

成
立
の
『
古
事
記
』
に
は
そ
も
そ
も
「
日
本
」
が
一
例
も
出
現
し
な
い）

（1
（

。
井
上
秀
雄
が
指
摘
し
た
よ
う
に）

（（
（

、「
倭
」
地
名
は
一
四
例
（
神

野
志
隆
光
に
よ
る
と
、
人
名
を
含
め
れ
ば
六
四
例）

（1
（

）
現
れ
る
が
、
国
生
み
神
話
で
本
州
を
指
す
「
大
倭
豊
秋
津
島
」
の
一
例
と
、
葛
城

の
一
言
主
の
神
に
遭
遇
し
た
雄
略
天
皇
の
「
玆
倭
国
、
除
吾
亦
無
王
」
と
い
う
台
詞
が
全
体
名
・
部
分
名
い
ず
れ
に
も
解
せ
る
一
例
を

除
き
、少
な
く
と
も
一
二
例
が
奈
良
地
方
の
部
分
名
で
あ
り
、全
体
名
を
指
す
確
実
な
用
例
が
全
く
な
い
。『
古
事
記
』
は
全
体
名
を
「
大
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八
洲
国
」「
葦
原
之
千
五
百
秋
之
瑞
穂
国
」「
豊
葦
原
中
国
」
な
ど
と
の
み
表
記
し
て
、
全
体
名
を
「
日
本
」
や
「
倭
」
と
表
記
す
る
こ

と
に
関
心
が
な
い
。

一
方
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
成
立
の
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
神
野
志
が
指
摘
し
た
よ
う
に
本
文
に
延
べ
二
一
九
例
の
「
日
本
」
が

検
出
さ
れ
る
が）

（1
（

、
書
名
を
『
日
本
書
紀
』
と
題
し
た
如
く
、
わ
が
国
の
歴
史
を
「
日
本
」
の
歴
史
と
し
て
語
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
、

地
名
の
用
例
で
部
分
名
と
断
定
で
き
る
事
例
は
一
例
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
巻
一
第
八
段
一
書
第
六
に
、
大
己
貴
神
の
幸
魂
奇

魂
が
「
吾
欲
住
於
日
本
国

0

0

0

之
三
諸
山
」
と
述
べ
て
「
大
三
輪
之
神
」
に
な
っ
た
と
あ
る
。
同
じ
台
詞
が
『
先
代
旧
事
本
紀
』
巻
四-

地

神
本
紀
で
は
「
欲
住
於
日
本
国

0

0

0

青
垣
三
諸
山
、則
大
倭
国
城
上
郡
座
是
也
」
と
書
か
れ
、ま
た
そ
の
「
日
本
国
」
に
所
在
す
る
「
三
諸
山
」

に
つ
い
て
『
万
葉
集
』（
巻
一
三-
三
二
二
七
）
に
「
甘
南
備
乃
三
諸
山
」「
甘
甞
備
乃
三
諸
乃
神
」
と
見
え
て
、
こ
の
「
日
本
国
」
が

奈
良
地
方
の
部
分
国
「
ヤ
マ
ト
ノ
ク
ニ
」
の
意
味
と
判
明
す
る
。

一
方
、『
書
紀
』
に
お
け
る
「
倭
」
地
名
の
用
法
は
、
井
上
の
調
査
に
よ
れ
ば
本
文
と
注
文
（
中
国
史
書
や
百
済
三
書
等
の
引
用
）

で
著
し
い
相
違
を
見
せ
、
本
文
で
は
九
割
以
上
が
部
分
名
を
指
す
の
に
対
し
、
注
文
で
は
す
べ
て
全
体
名
を
指
す）

（1
（

。
即
ち
、
傾
向
は
本

居
宣
長
が
『
国
号
考
』
で
「
畿
内
の
一
国
の
や
ま
と
に
は
お
ほ
く
倭
と
か
き
、
天
の
下
の
大
号
の
に
は
日
本
と
か
き
」
と
総
括
し
た
通

り
で
あ
る
。

神
野
志
が
大
宝
公
式
令
詔
書
式
や
『
書
紀
』
の
右
傾
向
か
ら
論
じ
た
よ
う
に
、「
日
本
」
は
外
国
に
対
す
る
自
称
と
し
て
最
大
の
存

在
意
義
を
有
し
、
和
銅
五
年
か
ら
養
老
四
年
ま
で
の
八
年
間
に
、
わ
が
国
の
史
書
編
纂
は
全
体
名
に
無
関
心
な
内
向
き
の
史
書
か
ら
、

全
体
名
「
日
本
」
を
連
呼
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
を
前
提
・
照
準
と
し
た
外
向
き
の
史
書
へ
と
脱
皮
し
た
。

七
世
紀
末
～
八
世
紀
末
頃
に
段
階
的
に
成
立
し
た
『
万
葉
集
』
で
は
、吉
田
孝
に
よ
れ
ば
一
七
首
に
「
日
本
」
が
見
え
、枕
詞
の
「
日

の
本
の
山
跡
の
国
」（
巻
三-

三
一
九
）
を
除
く
一
六
首
で
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
じ
、
渡
唐
中
の
山
上
憶
良
が
帰
国
に
際
し
て
「
去
来
子
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等 

早
日
本
辺
」と
詠
ん
だ
一
種
を
除
い
て
す
べ
て
部
分
名
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。「
日
本
」を
専
ら
全
体
名
と
し
て
使
う『
書

紀
』
と
違
い
、『
万
葉
集
』
は
「
日
本
」
を
専
ら
部
分
名
と
し
て
使
う
と
い
う
、
際
立
っ
た
特
色
を
見
せ
る
。
も
っ
と
も
、『
万
葉
集
』

で
は
「
倭
」
が
全
体
名
・
部
分
名
双
方
に
使
わ
れ
る
が
、
部
分
名
の
用
法
が
全
体
名
の
用
法
を
は
る
か
に
上
回
る
。
即
ち
「
日
本
」
と

同
じ
傾
向
に
あ
る
。

『
万
葉
集
』
の
詠
歌
全
体
が
ご
く
一
部
を
除
き
ほ
と
ん
ど
全
体
名
「
ヤ
マ
ト
」
を
歌
材
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
し
て
、「
日
本
」

と
「
倭
」
は
同
程
度
に
部
分
名
を
専
ら
指
し
、混
在
し
た
。
外
国
の
目
を
意
識
し
た
『
書
紀
』
本
文
は
全
体
名
「
日
本
」
と
部
分
名
「
倭
」

を
か
な
り
厳
密
に
書
き
分
け
た
が
、『
万
葉
集
』
で
は
書
き
分
け
る
必
要
性
を
認
め
な
い
レ
ベ
ル
で
混
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
収
録
歌

作
者
ら
が
全
体
名
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
た
ず
、そ
も
そ
も
漢
文
と
し
て
読
解
不
能
な（
し
た
が
っ
て
外
国
人
の
目
を
意
識
し
な
い
）『
万

葉
集
』
は
、
対
外
的
称
呼
た
る
「
日
本
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
有
さ
な
い
の
が
当
然
で
あ
り
、
用
字
上
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
る
音
と
そ

の
表
記
法
の
多
様
な
工
夫
（
単
調
さ
の
回
避
）
と
し
て
、
対
象
の
実
体
に
か
か
わ
ら
ず
両
者
を
併
用
し
た
と
見
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』

の
か
か
る
文
学
的
事
情
の
直
接
的
影
響
も
含
め
、
総
じ
て
、「
日
本
」
は
外
国
向
け
発
信
を
意
図
す
る
度
合
い
が
高
い
ほ
ど
頻
出
し
、

全
体
名
を
代
表
し
た
。「
日
本
」
は
全
体
名
の
声
高
な
主
張
に
お
い
て
こ
そ
固
有
の
意
味
を
持
ち
、
万
葉
仮
名
の
歌
集
と
い
う
典
籍
の

種
別
・
表
記
法
を
離
れ
れ
ば
部
分
名
と
し
て
用
い
難
い
こ
と
は
明
白
で
、
ゆ
え
に
万
葉
仮
名
の
歌
集
が
作
ら
れ
な
く
な
っ
た
平
安
時
代

以
降
に
は
部
分
名
を
指
す
「
日
本
」
は
滅
び
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
ヤ
マ
ト
」
の
訓
や
、「
日
本
」
以
外
の
漢
字
表
記
は
、
全
体
名
に
特
有
で
な
い
。

『
書
紀
』
の
「
日
本
武
尊
」
は
『
古
事
記
』
で
「
倭
建
命
」
と
書
か
れ
、い
ず
れ
も
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
」
と
訓
ま
れ
た
。「
武
」

と
「
建
」
が
タ
ケ
ル
、「
尊
」
と
「
命
」
が
ミ
コ
ト
で
同
訓
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
取
り
去
っ
て
残
る
「
日
本
」
と
「
倭
」
が
同
訓
で
「
ヤ

マ
ト
」
で
あ
る
。
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他
方
、
そ
の
「
ヤ
マ
ト
」
は
部
分
名
で
も
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
漢
字
表
記
「
大
和
」
は
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
頃
に

五
畿
筆
頭
の
部
分
国
「
ヤ
マ
ト
ノ
ク
ニ
」
の
漢
字
表
記
「
大
和
国
」
に
採
用
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
地
方
（
以
下
〝
奈
良
地
方
〟
と
呼
ぶ
）

を
指
す
部
分
名
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
部
分
国
名
の
漢
字
表
記
は
、「
大
和
国
」
の
採
用
以
前
は
、天
平
一
九
年
（
七
四
七
）
採
用
の
「
大

倭
国
」
で
、
そ
れ
以
前
は
天
平
九
年
採
用
の
「
大
養
徳
国
」、
そ
れ
以
前
は
「
大
倭
国
」
で
あ
っ
た）

（1
（

。

「
大
養
徳
」
で
は
、
単
体
で
「
ヤ0

ウ
」「
ト0

ク
」
の
音
を
持
つ
二
字
の
ペ
ア
「
養
徳
」
が
「
ヤ
マ
ト
」
の
音
写
で
、
か
つ
儒
教
的
価
値

観
で
好
ま
し
い
熟
語
を
成
す
字
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
字
義
・
字
音
上
に
疑
い
な
い
。「
養
徳
」
二
字
で
「
ヤ
マ
ト
」
な
の
で
、

そ
れ
に
先
行
す
る
「
大
」
字
は
黙
字
（
発
音
さ
れ
な
い
字
）
で
あ
る
。「
大
」
字
は
、〈
大
い
な
る
〉
を
意
味
す
る
形
容
詞
と
し
て
こ
の

部
分
国
の
特
別
さ
を
示
す
美
称
的
冠
詞
で
あ
り
、「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
日
本
語
地
名
の
外
部
に
あ
る）

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、「
大
養
徳
」
と
等

価
の
「
大
和
」「
大
倭
」
の
「
大
」
字
も
美
称
的
冠
詞
か
つ
黙
字
で
あ
っ
て
、
該
字
を
取
り
去
っ
て
残
る
「
和
」「
養
徳
」「
倭
」
が
等

価
で
日
本
語
「
ヤ
マ
ト
」
に
対
応
す
る
。

考
古
学
的
物
証
と
し
て
は
、井
上
が
指
摘
し
た
通
り
「
倭
国

0

0

所
布
評
大
野
里
」
と
書
か
れ
た
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡）

（1
（

が
あ
る
。「
所
布
評
」

は
後
の
大
和
国
添
上
郡
・
添
下
郡
に
あ
た
る
の
で
、
そ
れ
に
冠
さ
れ
る
「
倭
国
」
は
部
分
国
「
大
和
（
大
倭
）
国
）」
の
前
身
で
あ
る
。

後
身
た
る
「
大
和
（
大
倭
）
国
」
が
「
ヤ
マ
ト
ノ
ク
ニ
」
と
訓
ま
れ
、か
つ
「
大
」
字
が
黙
字
な
の
で
、部
分
国
「
倭
国
」
の
訓
も
「
ヤ

マ
ト
ノ
ク
ニ
」
で
あ
る
。

桓
武
天
皇
の
生
母
高
野
新
笠
の
出
身
氏
族
「
ヤ
マ
ト
ノ
フ
ビ
ト
」
氏
が
「
和
史
」
氏
と
漢
字
表
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
部
分
名
「
和
」

も
一
字
で
日
本
語
「
ヤ
マ
ト
」
と
対
応
す
る
。『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
推
古
天
皇
一
五
年
（
六
〇
七
）
一
〇
月
条
に
「
和
国

0

0

作
高
市
池
・

藤
原
池
・
片
岡
池
・
菅
原
池
・
三
立
池
・
山
田
池
・
劒
池
」
と
あ
る）

（1
（

。
部
分
名
「
和
国
」
の
表
記
は
珍
し
い
が
、
そ
れ
は
部
分
名
「
ヤ

マ
ト
ノ
ク
ニ
」
の
漢
字
表
記
が
「
大
和
国
」
に
確
定
し
た
後
、延
喜
一
七
年
（
九
一
七
）
に
同
書
を
編
ん
だ
藤
原
兼
輔
が
、原
史
料
の
「
倭
」
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を
引
用
時
に
機
械
的
に
「
和
」
に
置
換
し
た
結
果
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

「
大
和
国
」「
大
養
徳
国
」「
大
倭
国
」
の
「
大
」
字
が
黙
字
化
し
た
の
は
、
元
来
、
部
分
国
名
「
ヤ
マ
ト
」
が
「
倭
」
一
字
で
表
記

さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
発
音
を
保
ち
つ
つ
美
称
的
冠
詞
を
加
え
て
二
字
に
引
き
延
ば
し
た
表
記
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
和
銅
六
年

（
七
一
三
）、
風
土
記
編
纂
の
開
始
と
同
時
に
「
畿
内
七
道
諸
国
・
郡
・
郷
名
」
を
好
字
二
字
で
表
記
さ
せ
た
元
明
朝
の
制）

11
（

で
採
用
さ
れ

た
結
果
で
あ
ろ
う
。

部
分
国
名
「
大
和
」
は
、「
日
本
」
に
次
ぐ
代
表
的
な
全
体
名
と
も
な
っ
た
。「
ヤ
マ
ト
歌
」
を
「
和
歌
」
と
書
き
、
舶
来
品
の
絵
画
・

鞍
と
対
比
す
る
「
大
和
絵
（
和
絵
）」「
大
和
鞍
」
と
い
う
言
葉
も
平
安
時
代
か
ら
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
全
体
名
「
大
和
」
の
用
法

は
比
較
的
新
し
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
全
体
名
「
大
倭
国
」
は
古
い
。『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
（
七
〇
四
）
七
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
唐
人
が
遣
唐
使

粟
田
真
人
に
「
海
東
有
大
倭
国

0

0

0

、
謂
之
君
子
国
」
と
語
っ
た
。
ま
た
聖
徳
太
子
の
『
法
華
義
疏
』
冒
頭
の
後
筆
の
端
書
に
、「
此
是
大0

委
国

0

0

上
宮
王
私
集
、
非
海
彼
本
」
と
あ
る）

1（
（

（
こ
れ
は
、
志
賀
島
出
土
金
印
の
印
文
「
漢
委0

奴
国
王
」
の
「
委
」
が
、
全
体
名
た
る
国
名

を
意
味
し
た
傍
証
に
な
る）

11
（

）。
さ
ら
に
古
く
は
『
後
漢
書
』
倭
伝
に
「
其
大
倭
王

0

0

0

居
邪
馬
台
国
」
と
あ
る
。
そ
れ
ら
は
疑
い
な
く
、
記

録
上
最
古
の
全
体
名
「
倭
」
に
美
称
的
冠
詞
「
大
」
を
付
加
し
た
派
生
型
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、「
倭
」
と
そ
の
後
身
「
和
」、
そ
れ
ら
に
黙
字
の
美
称
的
冠
詞
「
大
」
を
付
し
た
「
大
倭
」「
大
和
」
は
、
す
べ
て
日

本
語
「
ヤ
マ
ト
」
と
結
合
し
て
、
奈
良
地
方
を
指
す
部
分
名
と
し
て
存
在
し
、
か
つ
そ
の
結
合
関
係
そ
の
ま
ま
に
、「
大
養
徳
」
を
除

く
す
べ
て
が
全
体
名
と
し
て
も
存
在
し
た
。
か
か
る
二
重
構
造
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
と
転
用
す
る
意
図
が
働
か
ね
ば
起
こ
り
得
な
い
。

全
体
名
が
縮
小
し
て
部
分
名
に
転
移
し
た
か
、
部
分
名
が
拡
大
し
て
全
体
名
に
転
移
し
た
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

前
近
代
に
は
、
後
者
の
解
釈
が
主
流
で
あ
っ
た
。
平
安
期
の
日
本
紀
講
書
で
該
説
が
説
か
れ
た
の
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
学
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統
を
汲
ん
で
鎌
倉
期
に
高
ま
っ
た
卜
部
氏
の
日
本
紀
学
を
恐
ら
く
学
ん
で
、
南
北
朝
前
期
の
北
畠
親
房
の
『
神
皇
正
統
記
』（
神
代
）

に
「
耶󠄂
麻
止
と
い
ふ
、
こ
れ
は
大
八
洲
の
中
津
国
の
名
な
り
、
…
…
中
州
た
り
し
上
に
、
神
武
天
皇
東
征
よ
り
代
々
の
皇
都
な
り
、
よ

つ
て
そ
の
名
を
と
り
て
余
の
七
州
を
も
す
べ
て
耶󠄂
麻
土
と
い
ふ
な
る
べ
し
」
と
説
か
れ
、
室
町
中
期
の
文
安
元
年
（
一
四
四
四
）
成
立

と
さ
れ
る
『
下
学
集
』（
上-

天
地-

野
馬
台
）
に
も
「
日
本
六
十
余
州
最
初
大
和
州
出
生
、
故
曰
日
本
総
名
曰
大
和
、
曰
野
馬
台
也
」

と
同
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
末
に
、
本
居
宣
長
の
『
国
号
考
』（
夜
麻
登
）
の
「
夜
麻
登
と
い
ふ
は
、
も
と
畿ウ

チ
ツ
ク
ニ内な
る
大オ
ホ
ヤ
マ
ト
ヒ
ト
ク
ニ

和
一
国
の
名
な
る
を
、
神
武

天
皇
此
国
に
大
宮
し
き
ま
せ
り
し
よ
り
し
て
、
後
の
御
代
々
々
の
京
も
、
み
な
此
国
内
な
り
け
る
故
に
、
お
の
づ
か
ら
天
の
下
の
大オ

ホ

名

に
も
な
れ
る
な
り
」
と
い
う
見
解
が
現
れ
る
。『
神
皇
正
統
記
』
の
段
階
で
は
「
～
な
る
べ
し
」
と
推
測
調
だ
が
、『
下
学
集
』
や
『
国

号
考
』
の
段
階
で
は
「
～
な
り
」
と
断
定
調
に
先
鋭
化
さ
れ
て
お
り
、
今
日
の
辞
典
・
事
典
に
は
こ
れ
を
無
批
判
に
踏
襲
し
た
も
の
が

見
ら
れ
、
近
年
の
研
究
も
概
ね
賛
同
す
る
の
が
主
流
と
見
受
け
ら
れ
る）

11
（

。

し
か
し
、
古
代
東
ア
ジ
ア
に
目
を
転
ず
る
と
、
周
～
隋
唐
の
中
国
統
一
王
朝
は
、
洛
陽
（
洛
邑
・
雒
陽
）・
長
安
や
許
昌
・
建
業
（
建

鄴
・
建
康
）・
成
都
・
鄴
等
に
都
を
置
い
た
が
、
都
の
所
在
地
名
と
王
朝
名
（
全
体
名
）
が
同
じ
事
例
は
一
つ
と
し
て
な
い
。
朝
鮮
半

島
の
三
韓
（
馬
韓
・
辰
韓
・
弁
韓
）
や
三
国
（
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
）
も
同
断
で
あ
る
（
別
称
を
「
扶
余
」
と
い
っ
た
百
済
で
、
最

後
の
都
が
「
扶
余
」
で
あ
っ
た
の
は
、「
扶
余
」
姓
の
百
済
王
室
の
出
身
国
と
さ
れ
た
北
方
の
「
夫
余
国
」
へ
の
理
念
的
回
帰
を
標
榜

し
た
国
号
改
変
・
地
名
改
変
に
す
ぎ
な
い
）。〈
都
の
所
在
地
名
が
転
じ
て
全
体
名
た
る
国
号
と
な
っ
た
〉
現
象
は
古
代
東
ア
ジ
ア
に
類

例
を
全
く
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
該
現
象
が
わ
が
国
で
起
こ
っ
た
と
説
く
古
代
以
来
の
通
説
は
、
決
定
的
物
証
が
示
さ
れ
な
い
限
り

採
り
難
い
。

む
し
ろ
、
既
知
の
材
料
は
逆
の
史
実
を
示
唆
す
る
。
第
一
に
、
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
を
「
倭
」
と
表
記
す
る
最
古
の
実
例
は
、
前
述
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の
藤
原
京
出
土
木
簡
、
即
ち
飛
鳥
末
期
以
前
を
遡
ら
な
い
。
第
二
に
、
前
述
の
通
り
井
上
の
調
査
に
よ
れ
ば
、「
倭
」
は
『
書
紀
』
本

文
で
九
割
以
上
が
部
分
名
を
指
す
の
に
対
し
、
中
国
史
書
や
百
済
三
書
等
に
依
拠
す
る
注
文
で
は
す
べ
て
全
体
名
を
指
し
た
。
注
文
の

原
典
は
明
ら
か
に
『
書
紀
』
本
文
に
先
行
す
る
の
だ
か
ら
、そ
れ
ら
に
一
貫
す
る
全
体
名
と
し
て
の
用
法
が
、後
発
の
『
書
紀
』
で
（
現

存
す
る
文
献
で
は
）
初
め
て
一
貫
性
を
持
っ
て
採
用
さ
れ
た
部
分
名
と
し
て
の
用
法
よ
り
先
行
す
る
と
予
想
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
井

上
自
身
は
こ
の
予
想
を
取
ら
ず
、
逆
の
主
張
を
し
た
。
通
説
通
り
「
倭
」
が
全
体
名
と
し
て
先
行
し
た
な
ら
ば
、
第
一
段
階
で
倭
は
地

方
名
へ
と
縮
小
し
、
第
二
段
階
で
踵
を
返
し
て
拡
大
方
向
へ
分
岐
し
て
全
体
名
「
大
和
国
」
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
、

と
。
し
か
し
、井
上
の
よ
う
に
第
一
段
階
を
分
岐（
全
体
名
か
ら
部
分
名
の
派
生
）で
な
く
部
分
名
へ
の
縮
小
と
解
す
れ
ば
不
自
然
だ
が
、

後
に
述
べ
る
よ
う
に
第
一
段
階
も
分
岐
と
考
え
れ
ば
不
自
然
さ
は
な
い
。

全
体
名
「
倭
」
は
、『
魏
志
』
倭
人
伝
の
三
世
紀
前
半
の
「
親
魏
倭
王
」
卑
弥
呼
や
、
後
漢
末
期
の
「
倭
国
乱
」
ま
で
遡
及
で
き
、

さ
ら
に
後
漢
安
帝
に
対
す
る
一
〇
七
年
の
遣
使
が
「
倭
国

0

0

遣
使
奉
献
」
と
書
か
れ
た
段
階）

11
（

ま
で
遡
及
す
る
可
能
性
が
あ
る
。「
倭
」
は
、

部
分
名
よ
り
全
体
名
と
し
て
数
世
紀
早
く
現
れ
た
と
推
定
し
て
よ
い
。

和
銅
六
年
（
七
一
三
）
の
好
字
二
字
令
で
一
字
地
名
が
二
字
に
引
き
延
ば
さ
れ
た
時
、発
音
上
一
音
節
の
地
名
、た
と
え
ば
「
襲
国
（
ソ

ノ
ク
ニ
）」
に
起
源
す
る
日
向
国
の
「
ソ
」
の
コ
ホ
リ
は
「
贈
唹）

11
（

」、「
キ
（
木
）」
の
ク
ニ）

11
（

は
「
紀
伊
」
等
と
、
元
の
字
の
母
音
と
等
価

の
字
を
末
尾
に
付
加
し
て
発
音
さ
せ
な
い
黙
字
に
す
る
手
法
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。「
大
倭
」
の
よ
う
に
頭
に
美
称
「
大
」
を
付
す
手

法
は
例
外
的
で
、
か
か
る
例
外
の
存
在
は
、
部
分
名
の
処
理
方
法
の
原
則
に
よ
ら
ず
別
途
二
字
化
が
済
ま
さ
れ
た
名
辞
の
転
用
、
即
ち

先
行
し
て
「
倭
」
が
二
字
化
さ
れ
た
全
体
名
「
大
倭
」
の
転
用
と
見
て
よ
い
。

後
述
の
通
り
、
中
国
統
一
王
朝
は
、
帝
国
化
以
前
の
諸
侯
国
段
階
で
は
単
に
「
隋
」「
唐
」
等
と
号
し
た
が
、
帝
国
に
な
る
と
「
大
」

字
を
冠
し
て
「
大
隋
」「
大
唐
」
等
と
号
し
た
。
そ
れ
は
漢
～
唐
の
全
統
一
王
朝
で
貫
徹
し）

11
（

、
古
代
中
国
で
は
国
号
た
る
固
有
名
詞
へ
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の
「
大
」
字
付
加
は
全
体
名
に
な
っ
て
か
ら
の
み
起
こ
る
。「
倭
」
の
場
合
も
、「
大
」
字
付
加
は
全
体
名
た
る
「
倭
」
に
対
し
て
の
み

起
こ
り
得
た
と
類
推
す
べ
き
で
、
部
分
名
「
大
倭
」
は
全
体
名
「
大
倭
」
の
流
用
と
推
断
し
て
よ
い
。

以
上
か
ら
、
古
代
以
来
の
通
説
と
は
逆
に
、
先
に
全
体
名
「
倭
」
と
派
生
型
「
大
倭
」
が
生
ま
れ
、
数
世
紀
も
経
て
か
ら
、
そ
れ
を

縮
小
し
て
奈
良
地
方
の
部
分
名
「
倭
（
と
そ
の
派
生
型
）」
に
転
移
さ
せ
る
力
が
働
い
た
と
結
論
で
き
る
。
こ
れ
は
古
代
東
ア
ジ
ア
に

類
例
を
得
な
い
、
独
自
の
現
象
で
あ
る
。
か
か
る
現
象
が
発
生
し
た
理
由
を
知
る
た
め
、
章
を
改
め
て
「
ヤ
マ
ト
」
と
「
倭
」
の
関
係

を
確
認
し
た
い
。

二　

部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
全
体
名
転
移
と
「（
大
）
倭
」

『
書
紀
』
神
代
上
（
巻
一
第
四
段
本
文
）
に
「
大
日
本
〈
日
本
、
此
云
耶󠄂
麻
騰

0

0

0

、
下
皆
効
此
〉」
と
あ
る
よ
う
に
、『
書
紀
』
は
本
注

で
「
日
本
」
に
「
ヤ
マ
ト
」
の
訓
を
定
め
る
が
、
平
安
前
期
の
日
本
紀
講
書
で
「
日
本
両
字
於
夜
末
止

0

0

0

ト
読
之
、
不
依
音
訓
、
若
如
字
比0

乃
毛
止

0

0

0

ト
令
読
如
何
」
と
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
字
訓
に
拠
れ
ば
「
ヒ
ノ
モ
ト
」
と
訓
ず
べ
き
「
日
本
」
に
、
な
ぜ
字
音
・
字
訓
か

ら
導
け
な
い
「
夜ヤ

末マ

止ト

」
の
訓
が
宛
て
ら
れ
る
の
か
、
と）

11
（

。
こ
の
疑
問
に
、
講
師
は
「
是
尤
叶
其
義
事
也
、
然
而
先
師
之
説
、
以
山
跡

之
義
読
之
、
不
可
輙
改
（
確
か
に
ヒ
ノ
モ
ト
と
訓
む
べ
き
だ
が
、
先
師
は
〝
山ヤ

マ

跡ト

〟
と
い
う
意
味
を
宛
て
て
訓
む
と
説
い
た
の
で
、
た

や
す
く
改
め
て
は
な
ら
な
い
）」
と
答
え
た
。

直
前
に
引
く
『
私
記
』
の
語
源
説
は
、創
成
直
後
の
日
本
の
平
地
が
湿
潤
で
居
住
に
堪
え
ず
、民
が
山
に
住
ん
だ
痕
跡
が
多
い
の
で
「
山

跡
」
と
呼
ぶ
と
か
、
古
語
で
〝
住
む
こ
と
〟
を
「
止
」
と
い
う
の
で
「
山
跡
（
耶󠄂
麻
止
）」
と
呼
ぶ
、
な
ど
と
説
く
。
倭
人
の
居
住
形

態
を
「
依
山
島
（
為
）
居
」
と
記
録
し
た
『
魏
志
』
倭
人
伝
や
『
後
漢
書
』
東
夷
伝
に
由
来
す
る
ら
し
い
該
説
は
、弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
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の
講
書
の
講
義
録
『
弘
仁
私
記
』
ま
で
に
現
れ
、
延
喜
四
年
（
九
〇
四
）
講
書
の
『
延
喜
開
題
記
』
ま
で
引
き
継
が
れ
た
が）

11
（

、「
ト
」

を
発
音
か
ら
解
く
か
「
跡
」
の
字
義
か
ら
解
く
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
上
、
付
会
の
観
が
強
く
、
ど
の
説
も
従
い
難
い
。

「
大
和
」「
大
倭
」「
倭
」
に
も
、
字
音
・
字
義
上
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
む
理
由
が
な
い
。「
大
」
は
黙
字
、「
和
」
は
「
倭
」
の
音
通
の

好
字
な
の
で
、
問
題
は
「
倭
」
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
む
理
由
に
収
斂
す
る
。

実
は
、「
倭
」
字
に
は
「
ヤ
マ
ト
」
以
外
の
訓
も
字
義
も
な
い
。
す
で
に
延
喜
講
書
の
時
ま
で
に
「
諸
字
書
等
中
、
又
指
無
訓
読
」、

即
ち
諸
々
の
字
書
に
、「
倭
」
の
字
義
と
の
対
応
関
係
が
明
瞭
な
字
訓
が
存
在
せ
ず
、
た
だ
固
有
名
詞
と
し
て
「
ヤ
マ
ト
」
の
訓
が
存

在
す
る
だ
け
、
と
気
づ
か
れ
て
い
た）

11
（

。

『
康
熙
字
典
』
に
よ
る
と
、後
述
の
『
説
文
解
字
』
の
説
を
除
き
、固
有
名
詞
以
外
で
「
倭
」
字
が
意
味
を
持
つ
の
は
「
倭
遅
」「
倭
堕
」

と
い
う
熟
語
の
み
と
い
う
。「
倭
遅
」
は
「
回
遠
貌
（
迂
遠
な
さ
ま
）」
で
、『
詩
経
』（
小
雅-

鹿
鳴
之
什-

四
牡
）
の
用
例
「
周
道
倭
遅
」

が
挙
が
る
が
、「
倭
遅
」
は
「
逶
迤
」「
𨖿
迆
」「
委
蛇
」「
威
遅
」「
委
移
」
と
も
表
記
さ
れ
、
近
似
音
で
発
音
さ
れ
た
言
葉
の
音
通
に

よ
る
一
表
記
に
す
ぎ
ず
、「
倭0

遅
」
の
表
記
自
体
に
意
味
を
認
め
難
い
上
、〈
迂
遠
〉
は
熟
語
「
倭
遅
」
の
意
味
で
あ
っ
て
「
倭
」
一
字

の
字
義
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、『
集
韻
』
は
「
倭
」
字
を
「
倭
墮
」
と
説
明
す
る
が
、
そ
れ
は
「
倭
墮
髻
」
と
い
う
髪
型
で）

1（
（

、
固
有
名

詞
的
で
あ
る
上
、
や
は
り
「
倭
」
一
字
で
は
意
味
を
成
さ
な
い
。

す
る
と
、『
康
熙
字
典
』
が
挙
げ
る
「
倭
」
の
字
義
は
、『
説
文
解
字
』
の
「
順
貌
（
し
た
が
う
さ
ま
）」
し
か
残
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
は
「
委
随
也
（
委
は
随
う
さ
ま
で
あ
る
）」
と
い
う
「
委
」
の
字
義
の
継
承
に
す
ぎ
ず
、「
倭
」
字
独
自
の
字
義
で
は
な
い
（
熟
語
「
倭

遅
」
の
語
義
も
、「
委
、
曲
也
、
取
其
禾
穀
垂
穗
」
と
い
う
北
宋
徐
鉉
ら
の
『
説
文
解
字
』
注
を
採
れ
ば
、「
委
」
の
字
義
の
継
承
に
す

ぎ
な
い
）。

上
記
以
外
で
『
康
熙
字
典
』
が
挙
げ
る
「
倭
」
の
字
義
は
、「
楽
浪
海
中
有
倭
人

0

0

」
と
い
う
『
漢
書
』
地
理
志
と
そ
の
顔
師
古
注
に
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引
く
『
魏
略
』
の
「
倭0

在
帯
方
東
南
大
海
中
」、
即
ち
日
本
列
島
人
を
指
す
用
法
と
、
春
秋
時
代
の
魯
の
宣
公
の
名
が
「
倭
」
で
あ
っ

た
と
い
う
用
法
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
倭
」
字
の
字
義
は
「
委
」
字
か
ら
の
継
承
に
限
ら
れ
、
独
自
の
字
義
を
持
た
ず
、「
倭
」
字
独
自
の
用
例
に
は
特
定

の
民
族
集
団
や
個
人
を
指
す
固
有
名
詞
し
か
な
い
。
し
て
み
る
と
、「
倭
」
字
と
は
、
指
示
対
象
が
「
委
」
字
音
の
固
有
名
詞
で
示
さ

れ
る
人
（
集
団
・
個
人
）
で
あ
る
と
明
示
す
る
た
め
に
人
偏
を
付
加
し
て
生
ま
れ
た
字
、
即
ち
「
委
」
音
の
名
を
持
つ
人
を
指
す
た
め

だ
け
に
生
ま
れ
た
字
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
雲
南
省
の
少
数
民
族
の
名
を
表
す
だ
け
の
「
佤
」
字
の
実
例
が
あ
る
。「
佤
」
字
は

一
七
一
六
年
成
立
の
『
康
熙
字
典
』
に
見
え
な
い
新
し
い
字
で
、
今
、「w

ǎ

」
と
発
音
す
る
）。

前
漢
の
王
充
の
著
『
論
衡
』（
儒
増
、
恢
国
）
に
「
周
時
天
下
太
平
、
越
裳
献
白
雉
、
倭
人

0

0

貢
鬯
草
」「
成
王
之
時
、
越
常
献
雉
、
倭0

人0

貢
暢
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
倭
」
字
は
周
代
中
国
南
方
の
異
民
族
（
の
居
住
地
）
を
指
す
名
と
し
て
登
場
し
、
周
の
善
き
治
世
を
言

祝
ぎ
徳
化
に
帰
す
る
〝
世
界
の
最
果
て
〟
の
異
民
族
と
し
て
、
古
代
中
国
の
（
特
に
儒
教
的
な
）
世
界
観
で
存
在
意
義
を
有
し
た
。
そ

の
た
め
、
世
界
の
拡
大
（
即
ち
中
国
の
拡
大
）
は
「
倭
」
の
指
示
対
象
を
遠
ざ
け
、
前
漢
武
帝
が
前
一
〇
八
年
に
衛
氏
朝
鮮
を
討
滅
し

た
直
後
に
「
倭
」
人
が
前
漢
と
通
交
を
開
始
し
た）

11
（

段
階
ま
で
に
、「
倭
」
は
日
本
列
島
（
人
）
と
同
義
に
な
っ
た
。
元
来
「
倭
」
は
日

本
列
島
固
有
の
文
化
・
言
語
と
は
無
関
係
に
存
在
し
得
る
中
国
的
世
界
観
の
一
要
素
な
の
で
、
日
本
語
で
訓
読
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必

然
性
を
持
た
な
い
。

以
上
か
ら
、「
倭
」
字
の
訓
「
ヤ
マ
ト
」
は
、
一
般
語
の
語
義
に
由
来
せ
ず
、
該
字
が
古
代
中
国
南
方
の
異
民
族
や
魯
の
宣
公
の
名

と
さ
れ
た
伝
承
も
考
慮
さ
れ
ず
に
、
あ
る
日
本
語
地
名
を
日
本
列
島
人
が
恣
意
的
に
、
該
字
と
結
合
さ
せ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
も
古
い
時
期
の
全
体
名
「
倭
」
に
は
訓
読
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
か
ら
、
該
字
に
「
ヤ
マ
ト
」
の
訓
を
宛
て
た
決
定
は
、
新

し
い
現
象
で
あ
る
。
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そ
の
決
定
の
大
前
提
た
る
日
本
語
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
成
立
時
期
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
令

制
行
政
区
画
と
し
て
大
和
国
城
下
郡
「
大
和
郷
」（
訓
は
高
山
寺
本
で
「
於
保
也
万
止
」、
刊
本
で
「
於
保
夜
末
止
」）
が
見
え
、
ま
た

葛
城
国
造
と
倭
国
造
が
両
立
し
て
い
た
事
実
等
を
手
が
か
り
と
し
て
、
直
木
孝
次
郎
が
確
認
し
た
一
連
の
事
実
が
参
考
と
な
る）

11
（

。

直
木
は
、
令
制
行
政
区
画
「
大
和
国
」
や
大
和
盆
地
よ
り
小
さ
い
狭
小
な
地
域
を
指
す
「
ヤ
マ
ト
」
に
注
意
を
促
し
た
。
そ
こ
は
奈

良
南
方
で
葛
城
地
方
を
望
見
し
得
る
地
、
盆
地
西
南
部
の
葛
城
に
拠
る
葛
城
国
造
と
並
立
す
る
倭
国
造
の
支
配
領
域
で
、
盆
地
東
部
の

磯
城
（
後
の
城
上
・
城
下
両
郡
）・
十
市
両
郡
で
あ
る
と
論
証
し
た
。
そ
の
地
が
、
本
稿
冒
頭
で
定
義
し
た
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
で

あ
る
。

直
木
は
、
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
成
立
を
、
そ
れ
が
現
れ
る
記
紀
歌
謡
の
古
さ
か
ら
見
て
大
化
前
代
と
し
、『
書
紀
』
欽
明
天
皇

二
三
年
（
五
六
二
）
七
月
是
月
条
に
「
倭
国
造
」
が
出
現
す
る
以
前
と
絞
り
込
み
、六
～
七
世
紀
を
通
じ
て
存
在
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。

『
古
事
記
』
の
地
の
文
に
現
れ
る
地
名
「
倭ヤ

マ
ト」
が
八
例
す
べ
て
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
と
解
し
て
矛
盾
が
な
い
、
と
い
う
直
木
の
指
摘）

11
（

を
踏
ま
え
る
と
、
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
は
全
体
名
「
ヤ
マ
ト
」
に
先
行
し
て
生
ま
れ
た
と
予
想
で
き
る
。

三　
「
倭
」「
ヤ
マ
ト
」
の
相
互
転
移
と
邪
馬
台
国

こ
れ
ら
「
ヤ
マ
ト
」
の
原
形
と
見
な
せ
て
、
大
化
以
前
に
遡
及
し
得
る
既
知
の
地
名
は
二
つ
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
う
ち

九
州
北
部
の
「
山
門
」（
令
制
の
筑
後
国
山
門
郡
・
肥
後
国
菊
池
郡
山
門
郷
）
は
該
当
し
な
い
。「
門
」
字
で
表
す
「
ト
」
は
上
代
特
殊

仮
名
遣
い
で
甲
類
だ
が
、
本
稿
で
話
題
に
す
る
「
ヤ
マ
ト
」
の
「
ト
」
は
乙
類
だ
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
す
る
と
、
候
補
に
は
「
邪
馬
台
」
国

し
か
残
ら
な
い
。
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「
邪
馬
」
は
「
ヤ
マ
」
の
音
写
で
よ
い
と
し
て
、「
台
」
が
「
ト
（
乙
類
）」
の
音
写
で
あ
る
こ
と
は
論
証
を
要
す
る
。『
魏
志
』
倭
人

伝
の
流
布
本
（
百
衲
本
等
）
が
「
邪
馬
壹0

国
」
に
作
る
た
め
、「
台
（
臺
）」
で
な
く
「
壹
」
が
正
し
い
と
主
張
す
る
旧
説
も
あ
る
が）

11
（

、

字
は
「
台
（
臺
）」
で
間
違
い
な
い）

11
（

。

か
つ
て
新
井
白
石
が
『
古
史
通
惑
問
』
で
「
邪ヤ

馬マ
ノ

台タ
イ

国コ

」
と
訓
じ
た
よ
う
に
、「
台
（
臺
）」
を
タ
イ
と
発
音
す
る
の
は
近
世
～
現
代

日
本
人
に
自
然
な
た
め
、「
ヤ
マ
タ
イ
」
の
訓
が
定
着
し
て
き
た
。
確
か
に
、『
康
熙
字
典
』
に
列
挙
さ
れ
た
韻
書
の
示
す
反
切
で
「
臺
」

の
音
を
調
べ
る
と
、『
広
韻
』
は
「
徒
哀
切
」、『
集
韻
』『
韻
会
』『
正
韻
』
は
「
堂
来
切
、
音
苔
」
と
す
る
。
日
本
語
圏
の
発
音
に
適

用
す
れ
ば
、
す
べ
て
「
タ
イ
／
ダ
イ
」
で
あ
る
。

ま
た
、
現
今
の
中
国
語
音
韻
学
で
は
復
元
者
を
問
わ
ず
、「
臺
」
の
隋
唐
中
古
音
を
「
ダ
イ
」
の
近
似
音
に
復
元
す
る）

11
（

。
そ
の
韻
母

は
二
重
母
音
に
な
る
の
で
、
二
重
母
音
が
な
い
日
本
語
の
「
ト
」
を
音
写
す
る
の
に
「
臺
」
字
は
適
切
で
な
い
。
時
代
を
遡
及
し
て
も
、

韻
母
は
南
北
朝
期
に
「ə

i

」（
皆
・
灰
・
咍
・
廃
と
同
じ
）、
魏
晋
に
「ə

ї

」（
咍
と
同
じ
）
で
あ
り
、
や
は
り
二
重
母
音
で
あ
っ
て
、

日
本
語
「
ト
」
の
音
写
に
は
適
切
で
な
い
。
し
か
し
、
先
秦
上
古
音
で
は
復
元
者
を
問
わ
ず
、「
臺
」
は
「
ダ
」
と
「
ド
ゥ
」
の
中
間

の
近
似
音
に
復
元
さ
れ
る）

11
（

（
両
漢
の
発
音
は
不
明
）。
韻
母
は
単
母
音
の
短
母
音
で
あ
っ
て
二
重
母
音
で
な
く
、
発
音
は
日
本
語
「
ト
」

を
音
写
す
る
に
十
分
な
近
さ
と
認
め
ら
れ
る
。

平
安
期
に
下
る
が
、『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
三
月
二
六
日
条
に
載
せ
る
長
歌
に
、
全
体
名
「
ヒ
ノ
モ
ト
ノ
ヤ
マ
ト
」

が
「
日
本
乃
倭
之
国
」
と
「
日
本
乃
野
馬
台0

能
国
」
の
二
表
記
で
現
れ
る
。
こ
れ
は
「
ヤ
マ
ト
」
の
「
ト
（
乙
類
）」
を
「
台
（
臺
）」
字

で
表
す
慣
行
の
、
最
も
直
截
な
明
徴
で
あ
る
。

よ
り
古
く
は
、『
書
紀
』
仁
徳
天
皇
三
〇
年
九
月
乙
丑
条
の
、
仁
徳
天
皇
の
皇
后
が
旅
路
で
葛
城
を
望
ん
で
詠
ん
だ
長
歌
に
「
阿
烏

珥
予
辞
、
儺
羅
烏
輸
疑
、
烏
陀
氐
、
夜
莽
苔

0

0

0

烏
輸
疑
」
と
あ
り
、「
ヤ
マ
ト
」
を
「
夜
莽
苔
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
景
行
天
皇
一
七
年



論文　邪馬台国畿内説の新証左─「倭」「ヤマト」地名の相互転移と王業・諸侯国─　桃崎　有一郎

51

三
月
己
酉
条
で
、
東
征
中
の
景
行
天
皇
が
「
京
都
」
を
懐
か
し
ん
だ
長
歌
に
、「
夜
摩
苔

0

0

0

波
、
区
珥
能
摩
保
邏
摩
、
多
多
儺
豆
久
、
阿

烏
伽
枳
夜
摩
、
許
莽
例
屡
、
夜
摩
苔

0

0

0

之
、
于
屡
破
試
、
異
能
知
能
摩
会
祁
務
比
苔

0

0

破
、
多
多
濔
許
莽
…
…
」
と
あ
り
、
二
ヶ
所
で
「
ヤ

マ
ト
」
を
「
夜
摩
苔
」
と
表
記
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
苔
」
が
「
ト
（
乙
類
）」
音
で
あ
る
こ
と
は
、
右
の
景
行
の
長
歌
で
「
ヒ
ト
（
人
）」

に
「
比
苔0

」
の
字
を
充
て
た
事
実
か
ら
疑
い
な
い
。

『
康
熙
字
典
』
所
引
韻
書
に
よ
れ
ば
、「
苔
」
の
音
は
「
徒
哀
切
」（『
唐
韻
』）
か
「
堂
来
切
」（『
韻
会
』『
正
韻
』）
で
、
現
代
日
本

語
に
充
て
れ
ば
「
タ
イ
／
ダ
イ
」
で
あ
る
。
し
か
し
、『
書
紀
』
を
通
覧
す
る
と
、
借
音
字
の
「
苔
」
字
は
例
外
な
く
「
ト
（
乙
類
）」

音
し
か
表
さ
な
い）

11
（

。
そ
し
て
『
集
韻
』『
韻
会
』『
正
韻
』
は
「
臺
」
の
音
を
「
堂
来
切
、音
苔

0

0

」
と
す
る
。
即
ち
「
苔
」
は
「
台
（
臺
）」

と
全
く
同
音
で
あ
る
。「
苔
」
が
必
ず
「
ト
（
乙
類
）」
音
を
表
し
、そ
れ
が
「
ヤ
マ
ト
」
の
「
ト
」
で
あ
る
な
ら
、「
台
（
臺
）」
も
「
ヤ

マ
ト
」
の
「
ト
」
を
表
現
可
能
で
、「
邪
馬
台
」
は
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
む
ほ
か
な
い
。

別
の
明
証
も
あ
る
。『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
れ
ば
、
大
業
四
年
（
六
〇
八
）
に
煬
帝
が
遣
わ
し
た
文
林
郎
裴
世
清
を
、
倭
の
「
小
徳

阿
輩
台
」
が
数
百
人
を
率
い
て
「
儀
仗
を
設
け
、
鼓
角
を
鳴
ら
し
て
」
迎
え
た
。
対
応
す
る
『
書
紀
』
推
古
天
皇
一
六
年
八
月
壬
子
条

の
登
場
人
物
の
う
ち
、「
阿
輩
台
」
と
音
写
さ
れ
得
る
の
は
、
裴
世
清
か
ら
阿
倍
鳥
を
介
し
て
煬
帝
の
国
書
を
受
け
取
り
推
古
に
奏
聞

し
た
役
割
か
ら
も
、
発
音
の
近
似
か
ら
も
、「
大
伴
囓
連
」
の
「
大
伴
」
の
み
で
あ
る
。
即
ち
、「
台
」
は
「
ト
モ
」
の
「
ト
」
の
音
写

で
あ
る
。
万
葉
仮
名
で
「
等
母
」「
登
母
」「
等
毛
」「
等
茂
」「
登
毛
」
等
と
書
か
れ
る
「
ト
モ
」
の
「
ト
」
も
乙
類
で
あ
り
、
先
に
論

証
し
た
「
台
」
＝
「
ト
（
乙
類
）」
の
関
係
と
合
致
す
る
。「
大
伴
」
を
「
阿
輩
台
」
と
音
写
す
る
こ
の
発
音
体
系
な
ら
、
や
は
り
「
邪

馬
台
」
は
「
ヤ
マ
ト
」
で
あ
る
（
な
お
「
阿
輩

0

0

台
」
が
「
大
伴
」
の
音
写
で
あ
る
事
実
は
、
同
じ
『
隋
書
』
の
倭
王
の
号
「
阿
輩

0

0

雞
弥
」

も
「
オ
ホ

0

0

キ
ミ
」
に
違
い
な
い
証
拠
、
即
ち
「
ア
メ
（
マ
）
キ
ミ
」
と
訓
む
諸
説）

1（
（

を
覆
す
反
証
と
な
る
）。

以
上
か
ら
、
古
代
を
通
じ
て
「
邪
馬
台
」
は
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
む
べ
き
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。「
今
按
ニ
邪ヤ

馬マ

台ト
ノ
国
ハ
大
和
ノ
国
也ナ
リ

」
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と
述
べ
た
松
下
見
林
の
『
異
称
日
本
伝
』（
上
之
一-

後
漢
書
）
の
見
解
、
即
ち
邪
馬
台
国
研
究
の
原
点
で
提
示
さ
れ
た
説
が
、
結
局

は
正
し
い
。

か
く
し
て
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
は
三
世
紀
前
半
ま
で
に
出
現
し
た
が
、
前
述
の
通
り
、
全
体
名
「
倭
」
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
訓
じ
た
形

跡
は
六
世
紀
ま
で
下
る
。
そ
の
間
の
日
本
列
島
側
が
文
字
史
料
を
著
し
く
欠
く
こ
と
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、「
ヤ
マ
ト
」
は
ま
ず
部

分
名
と
し
て
生
ま
れ
、
後
に
全
体
名
に
転
移
し
、
既
存
の
全
体
名
の
漢
字
表
記
「
倭
」
と
結
合
し
た
と
推
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
次
の
地
名
転
移
現
象
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
漢
字
地
名
「
倭
」
が
〈
①
統
一
王
朝
の
全
体
名
→
②
奈
良
地
方
や
③

そ
の
内
部
の
磯
城
・
十
市
地
域
の
部
分
名
〉
と
縮
小

0

0

方
向
に
転
移
し
た
の
に
対
し
、
日
本
語
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
は
逆
に
拡
大

0

0

方
向
に
転

移
し
た
。
両
者
は
交
差
的
に
結
合
し
て
三
つ
の
ス
ケ
ー
ル
の
土
地
（
①
～
③
）
を
と
も
に
指
す
よ
う
に
な
り
、
後
に
複
数
の
修
辞
的
調

整
（
美
称
的
冠
詞
「
大
」
の
付
加
や
、「
倭
」
字
の
「
和
」
字
へ
の
置
換
）
を
経
て
後
世
の
最
終
形
に
至
っ
た
、
と
。

四　

古
代
中
国
の
王
業
確
立
手
順
と
諸
侯
国

で
は
、
か
か
る
現
象
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
。
前
述
の
通
り
、〈
都
の
所
在
地
名
が
王
朝
の
全
体
名
に
転
化
し
た
〉
と
い
う
古
い
俗
説

に
は
、
裏
づ
け
も
、
古
代
東
ア
ジ
ア
の
類
例
も
皆
無
で
あ
る
。
加
え
て
そ
の
俗
説
は
、〈
王
朝
の
全
体
名
「
倭
」
が
都0

の
所
在
地
名
に

転
化
し
た
〉
と
い
う
実
際
に
起
き
た

0

0

0

0

0

0

現
象
を
無
視
し
て
何
ら
説
明
を
与
え
な
い
。
し
か
も
、
該
現
象
は
古
代
東
ア
ジ
ア
に
類
例
が
絶
無

で
あ
る
。
で
は
、「
倭
」
と
「
ヤ
マ
ト
」
の
交
差
的
相
互
転
移
・
結
合
は
な
ぜ
、
い
つ
、
い
か
な
る
論
理
で
成
っ
た
の
か
。

国
号
成
立
問
題
の
基
礎
史
料
と
い
う
べ
き
平
安
期
の
日
本
紀
講
書
問
答
が
、
実
は
真
相
に
肉
薄
し
て
い
る）

11
（

。

　

問
、
本
国
之
号
、
何
独
取
大
和
国
為
国
号
耶󠄂
、
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説
云
、
磐
余
彦
天
皇
定
天
下
、
至
大
和
国
、
王
業
始
成
、
仍
以
成
王
業
之
地
為
国
号
、
譬
猶
周
成
王
於
成
周
定
王
業
、
仍
国
号
周
、

「
な
ぜ
数
あ
る
部
分
国
の
う
ち
大
和
国
の
み
が
国
号
と
な
る
の
か
」
と
問
う
弟
子
に
、
講
師
は
答
え
た
。「
磐
余
彦
（
神
武
）
天
皇
は

天
下
平
定
後
、
大
和
国
（
の
磐
余
）
に
東
遷
し
た
。
そ
れ
で
初
め
て
王
業
が
成
り
（
王
朝
が
完
成
し
）、
だ
か
ら
そ
の
地
の
名
を
国
号

と
し
た
。
成
周
の
地
で
王
業
を
定
め
た
（
王
朝
の
基
礎
を
固
め
た
）
の
を
理
由
に
、
成
王
が
父
武
王
に
始
ま
る
王
朝
を
周
と
名
づ
け
た

の
と
同
じ
だ
」
と
。

　

問
、
初
国
始
祖
天
降
筑
紫
、
何
国
偏
取
倭
国
為
国
号
、

　

説
云
、
周
后
稷
封
邰
、
公
劉
居
豳
、
王
業
雖
萠
、
至
武
王
居
周
、
始
定
王
業
、
仍
取
周
為
号
、
本
朝
之
書
亦
其
如
此
、

弟
子
は
食
い
下
が
る
。「
始
祖
が
天
降
っ
た
筑
紫
こ
そ
始
ま
り
の
地
な
の
に
、
な
ぜ
専
ら
倭ヤ

マ
ト

国
の
名
を
国
号
と
す
る
の
か
」
と
。
師

は
答
え
る
。「
周
王
室
の
祖
の
后
稷
は
邰た

い

に
封
じ
ら
れ
、
末
裔
の
公
劉
は
豳ひ
ん

に
住
ん
だ
が
、
ま
だ
王
業
が
萌
し
た
（
着
手
さ
れ
た
）
に

す
ぎ
な
い
の
で
、
邰
や
豳
を
王
朝
名
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
武
王
が
周
の
地
に
居
を
定
め
た
時
に
初
め
て
王
業
が
定
ま
っ
た
（
王

朝
の
基
礎
が
固
ま
っ
た
）
の
で
、
国
号
は
周
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
も
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。

こ
こ
に
、〈
王
朝
の
全
体
名
に
採
る
べ
き
は
、
王
業
が
定
ま
っ
た

0

0

0

0

（
基
盤
が
確
立
し
た
）
地
で
あ
る
〉
と
い
う
命
名
慣
行
と
、
そ
れ

が
周
に
由
来
す
る
と
い
う
歴
史
認
識
が
明
瞭
に
現
れ
る
。
こ
の
命
名
慣
行
を
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
と
呼
ぼ
う
。
講
師
は
、

該
慣
行
こ
そ
、
奈
良
地
方
の
部
分
名
「（
大
）
和
／
倭
」
が
全
体
名
に
転
移
し
た
理
由
を
説
明
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈

を
提
示
し
た
。

該
説
は
、〈「
倭
／
ヤ
マ
ト
」
が
部
分
名
で
も
全
体
名
で
も
あ
る
〉
現
象
に
関
す
る
、
管
見
唯
一
の
合
理
的
説
明
で
あ
る
。
た
だ
し
該

説
は
、
致
命
的
な
欠
点
と
、
重
要
な
示
唆
を
併
せ
持
つ
。
欠
点
と
は
、〈
部
分
名
「（
大
）
和
／
倭
」
が
全
体
名
に
転
移
し
た
〉
と
い
う

前
提
で
あ
る
。
先
に
推
定
し
た
史
実
は
逆
で
、「（
大
）
和
／
倭
）」
は
全
体
名
か
ら
部
分
名
に
転
移
し
た
。
そ
の
た
め
、
該
説
は
そ
の
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ま
ま
採
用
で
き
な
い
。
し
か
し
、
該
説
の
論
法
は
、
漢
字
表
記
「
倭
」
で
は
な
く
日
本
語
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
に
適
用
す
れ
ば
史
実
と
矛

盾
せ
ず
、「
ヤ
マ
ト
」
の
拡
大
的
転
移
を
説
明
可
能
な
管
見
唯
一
の
論
理
で
あ
る
。
即
ち
該
説
は
、「
倭
」
と
「
ヤ
マ
ト
」
の
交
差
的
転

移
現
象
の
半
分
を
説
明
で
き
る
、
現
状
で
最
も
有
望
な
理
解
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
三
世
紀
ま
で
確
認
で
き
な
い
「
ヤ
マ
ト
」
地
名
の
全
体
名
転
移
を
正
当
化
す
る
先
例
と
し
て
は
、
前
一
一
世
紀
建
国
の

周
は
遠
す
ぎ
る
、と
い
う
弱
点
が
あ
る
。
こ
れ
を
克
服
せ
ね
ば
、該
説
は
採
れ
な
い
。
そ
れ
が
克
服
可
能
か
否
か
を
判
定
す
る
た
め
、〝
王

業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
慣
行
の
歴
史
を
洗
い
直
そ
う
。

周
の
五
等
爵
の
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
は
、
整
然
た
る
序
列
制
度
と
し
て
は
戦
国
時
代
に
周
制
に
仮
託
し
て
語
ら
れ
始
め
た
が）

11
（

、
個
々

の
爵
位
は
実
在
し
、
有
爵
者
は
天
子
に
従
い
な
が
ら
自
律
的
な
封
土
＝
「
国
」
を
治
め
た
。
秦
の
襄
公
は
前
七
七
〇
年
に
周
の
平
王
か

ら
「
伯
」
爵
を
与
え
ら
れ
て
諸
侯
「
秦
伯
」
と
な
り
封
国
「
秦
国
」
を
建
て
、
周
末
期
の
前
三
二
五
年
に
恵
王
が
「
秦
王
」
を
僭
称
し
、

前
二
二
一
年
に
秦
王
政
（
始
皇
帝
）
が
中
国
を
統
一
し
て
帝
国
「
秦
」
の
「
皇
帝
」
と
な
っ
た）

11
（

。
細
部
が
周
と
異
な
る
が
（
統
一
以
前

の
諸
侯
「
国
」
建
国
と
「
王
」
自
称
）、〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
は
果
た
さ
れ
て
い
る
。

秦
末
の
動
乱
期
、
反
乱
軍
首
魁
の
自
称
「
楚
王
」
陳
勝
は
亡
国
楚
の
制
を
復
し
て
県
の
長
官
を
「
公
」
と
呼
ん
だ
た
め
、
前
二
〇
九

年
の
挙
兵
で
彼
と
提
携
し
た
前
漢
の
高
祖
劉
邦
も
「
沛
公
」
を
自
称
し
た
が）

11
（

、
こ
れ
は
諸
侯
で
な
い
。
劉
邦
は
翌
年
、
項
梁
と
提
携
し

て
立
て
た
懐
王
（
旧
楚
の
王
の
孫
）
か
ら
「
武
安
侯
」
に
封
じ
ら
れ）

11
（

、
初
め
て
諸
侯
と
な
っ
た
。
た
だ
、「
武
安
」
は
地
名
で
な
く
事

績
を
顕
彰
し
た
美
称
と
見
ら
れ
、劉
邦
が
封
土
を
得
た
徴
証
も
な
い
。
し
か
し
、前
二
〇
六
年
、秦
を
滅
ぼ
し
た
「
西
楚
」
の
「
覇
王
（
楚

王
）」
項
羽
は
、
関
中
を
「
漢
・
雍
・
塞
・
翟
」
に
四
分
し
て
四
人
の
「
王
」
を
封
じ
た）

11
（

。
周
王
に
限
る
べ
き
「
王
」
を
僭
称
し
た
、

自
立
性
に
富
む
戦
国
時
代
の
諸
侯
「
王
」
と
そ
の
「
王
国
」
の
踏
襲
で
あ
り
、
劉
邦
は
「
巴
・
蜀
・
漢0

中
四
十
一
県
」
を
領
す
る
諸
侯

国
「
漢
国
」
の
王
「
漢
王
」
に
封
じ
ら
れ）

11
（

、
そ
れ
を
直
接
の
母
胎
と
し
て
楚
漢
戦
争
後
に
劉
邦
の
帝
国
「
漢
」
が
成
立
す
る
。
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か
く
し
て
秦
・
漢
と
も
に
〈
放
伐
で
統
一
王
朝
「
Ａ
」
帝
国
を
樹
立
す
る
直
前
に
、諸
侯
国
「
Ａ
王
国
」
を
率
い
る
「
Ａ
王
」
と
な
る
〉

と
い
う
手
順
を
踏
ん
だ
結
果
、
該
手
順
が
統
一
帝
国
「
Ａ
」
を
樹
立
す
る
直
前
の
最
終
階
梯
と
し
て
定
着
し
た
。
こ
こ
に
、
該
手
順
を

王
業
基
盤
の
確
立
段
階
と
見
な
し
、
統
一
帝
国
樹
立
の
必
須
階
梯
と
す
る
様
式
が
定
型
化
し
始
め
る
。
以
下
、
該
形
式
を
〝
諸
侯
由
来

行
程
〟
と
呼
ぶ
。

該
形
式
は
論
理
上
、
放
伐
で
な
く
禅
譲
で
も
成
立
可
能
で
あ
る
。
前
一
六
年
、
王
莽
は
「
新
都
侯
」
に
封
じ
ら
れ
、
南
陽
郡
新
野
県

都
郷
に
一
五
〇
〇
戸
を
食
む
諸
侯
国
（
侯
国
）「
新
都
国
」
が
建
つ）

11
（

。
王
莽
は
、
周
公
旦
が
幼
少
の
周
の
成
王
を
補
佐
代
行
す
る
形
で

周
朝
の
建
国
を
担
っ
た
故
事
を
真
似
て
幼
帝
を
擁
立
し
、
九
年
に
禅
譲
さ
せ
る
直
前
は
「
新
都
侯
摂
天
子
位
、
号
令
天
下
」
と
記
録
さ

れ）
11
（

、
禅
譲
直
前
の
王
莽
は
新
都
侯
な
が
ら
「
摂
皇
帝
」
と
し
て
皇
帝
を
代
行
し
た
。
従
前
と
違
い
諸
侯
王0

で
な
く
侯
か
ら
跳
躍
し
た
が
、

統
一
王
朝
「
新
」
の
名
は
明
ら
か
に
諸
侯
国
（
侯
国
）「
新0

都
国
」
に
由
来
す
る
。
王
莽
は
禅
譲
で
も
諸
侯
由
来
行
程
を
踏
む
べ
き
と

い
う
認
識
を
示
し
、
実
践
し
た
の
で
あ
る
。

後
漢
の
樹
立
は
、
該
形
式
を
踏
ん
で
い
な
い
。
皇
族
の
一
勢
力
と
し
て
簒
奪
者
か
ら
帝
位
を
奪
回
し
統
一
帝
国
「
漢
」
を
再
起
動
さ

せ
た
の
は
新
規
王
朝
の
樹
立
で
な
い
、
と
い
う
建
前
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
一
三
年
、
後
漢
献
帝
は
「
魏
郡
」
を
領
す
る
曹
操
に
「
公
」
爵
を
与
え
て
諸
侯
「
魏
公
」
と
し
、
諸
侯
国
（
公
国
）「
魏
国
」
を

建
国
さ
せ
、「
漢
初
諸
侯
王
之
制
」
に
倣
い
丞
相
以
下
の
官
僚
・
官
司
を
擁
す
る
半
自
立
的
な
諸
侯
国
と
し
た
。
曹
操
は
翌
二
一
四
年

に
「
諸
侯
王
上
」
に
列
し
、
爵
位
を
進
め
て
「
魏
王
」
と
な
り
、
諸
侯
国
「
魏
国
」
は
王
国
と
な
っ
た
。
曹
操
は
六
年
後
の
二
二
〇
年

に
没
す
る
が
、
息
子
曹
丕
は
「
魏
王
」
と
「
魏
国
」
を
相
続
す
る
と
、
即
座
に
後
漢
か
ら
の
禅
譲
で
帝
国
「
魏
」
を
樹
立
す
る）

1（
（

。

孫
権
率
い
る
孫
呉
は
二
二
一
年
、
曹
丕
の
帝
位
を
認
め
て
臣
礼
を
取
り
、
曹
丕
か
ら
「
呉
王
」
に
封
じ
ら
れ
た）

11
（

。
孫
権
は
魏
の
諸
侯

王
「
呉
王
」
と
な
っ
た
が
、
す
ぐ
関
係
を
破
棄
し
て
独
自
年
号
を
定
め
、
二
二
九
年
に
皇
帝
に
即
位
し
て
帝
国
「
呉
」
を
樹
立
し
た
。
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変
則
的
だ
が
、
諸
侯
由
来
行
程
と
認
め
得
る
。

晋
（
西
晋
）
も
、
か
な
り
手
数
と
時
間
を
か
け
つ
つ
曹
魏
の
方
式
を
踏
襲
し
た）

11
（

。
二
五
八
年
、
曹
魏
か
ら
諸
侯
冊
封
を
内
示
さ
れ
た

司
馬
昭
は
「
九
譲
」
し
、
二
年
後
の
二
六
〇
年
に
も
「
固
譲
」、
翌
二
六
一
年
に
も
同
様
、
二
年
後
の
二
六
三
年
に
四
度
目
で
よ
う
や

く
受
け
た
。
彼
は
春
秋
戦
国
時
代
の
晋
と
重
な
る
「
方
七
百
里
」
の
封
土
を
得
、「
晋
公
」
に
封
じ
ら
れ
て
諸
侯
国
（
公
国
）「
晋
国
」

を
建
て
た
。

翌
二
六
四
年
、
司
馬
昭
は
爵
位
を
「
王
」
に
進
め
て
「
晋
王
」
と
な
る
（
封
土
は
既
存
一
〇
郡
に
一
〇
郡
を
加
増
し
て
二
〇
郡）

11
（

）。

翌
二
六
五
年
に
彼
は
急
死
す
る
が
、
王
太
子
司
馬
炎
が
「
晋
王
」
を
相
続
し）

11
（

、
年
内
に
禅
譲
で
帝
位
に
就
き
、
統
一
帝
国
「
晋
」
を
樹

立
し
た
（
一
五
年
後
に
孫
呉
を
討
滅
）。

そ
の
晋
（
西
晋
）
は
四
世
紀
初
め
頃
に
匈
奴
の
攻
撃
で
一
度
滅
び
、
江
南
の
建
康
（
呉
の
故
地
）
で
再
興
さ
れ
た
（
東
晋
）。
初
代

元
帝
（
司
馬
睿
）
は
即
座
に
帝
位
に
就
き
、
諸
侯
由
来
行
程
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
。
理
由
は
後
漢
光
武
帝
の
漢
再
興
と
同
じ
、
一
時
停

止
し
た
王
朝
の
再
起
動
と
い
う
建
前
で
あ
ろ
う
。

東
晋
を
継
承
す
る
南
朝
で
は
、
ま
ず
劉
宋
の
劉
裕
が
四
一
六
年
に
東
晋
で
「
宋
公
」
に
封
じ
ら
れ
、
封
土
一
〇
郡
の
諸
侯
国
（
公
国
）

「
宋
国
」
を
建
て
、
翌
四
一
七
年
に
爵
位
を
「
王
」
に
進
め
て
「
宋
王
」
と
な
り
、「
宋
国
」
が
封
土
を
一
〇
郡
加
増
さ
れ
王
国
に
昇
格

し
た
上
で）

11
（

、
三
年
後
の
四
二
〇
年
に
禅
譲
さ
れ
帝
国
「
宋
」
が
成
立
す
る
。

南
斉
の
蕭
道
成
は
四
七
九
年
に
劉
宋
の
「
斉
公
」
に
封
じ
ら
れ
、「
斉
郡
」
以
下
封
土
一
〇
郡
の
諸
侯
国
（
公
国
）「
斉
国
」
を
建
て
、

翌
月
に
「
王
」
に
爵
位
を
進
め
て
「
斉
王
」
と
な
り
、「
斉
国
」
が
封
土
を
一
〇
郡
加
増
さ
れ
王
国
に
昇
格
し
た
上
で）

11
（

、
一
八
日
後
に

禅
譲
さ
れ
帝
国
「
斉
」
が
成
立
す
る
。

梁
の
蕭
衍
は
五
〇
二
年
に
南
斉
の
「
梁
公
」
に
封
じ
ら
れ
、「
梁
郡
」
以
下
封
土
一
〇
郡
の
諸
侯
国
（
公
国
）「
梁
国
」
を
建
て
、
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二
七
日
後
に
「
王
」
に
爵
位
を
進
め
て
「
梁
王
」
と
な
り
、「
梁
国
」
が
封
土
を
一
〇
郡
加
増
さ
れ
王
国
に
昇
格
し
た
上
で）

11
（

、
五
一
日

後
に
禅
譲
さ
れ
帝
国
「
梁
」
が
成
立
す
る
。

陳
の
陳
霸
先
は
五
五
七
年
に
梁
の
「
陳
公
」
に
封
じ
ら
れ
、「
陳
留
」
以
下
封
土
一
〇
郡
の
諸
侯
国
（
公
国
）「
陳
国
」
を
建
て
、

二
七
日
後
に
「
王
」
に
爵
位
を
進
め
て
「
陳
王
」
と
な
り
、「
陳
国
」
が
封
土
を
一
〇
郡
加
増
さ
れ
王
国
に
昇
格
し
た
上
で）

11
（

、
三
日
後

に
禅
譲
さ
れ
帝
国
「
陳
」
が
成
立
す
る
。

一
方
、
北
朝
を
興
し
た
北
魏
は
、
鮮
卑
拓
跋
部
の
拓
跋
猗
盧
が
三
一
〇
年
に
西
晋
懐
帝
か
ら
大
単
于
・「
代
公
」
に
封
じ
ら
れ
、「
代
郡
」

に
西
接
す
る
方
数
百
里
の
地
と
五
県
か
ら
移
住
さ
せ
た
一
〇
万
家
を
与
え
ら
れ
て
諸
侯
国
（
公
国
）「
代
国
」
を
建
国
し
た
こ
と
に
始

ま
る
。
五
年
後
の
三
一
五
年
、
拓
跋
猗
盧
は
爵
位
を
進
め
て
「
代
王
」
と
な
り
、
諸
侯
国
「
代
国
」
は
代
郡
を
主
と
す
る
封
土
二
郡
の

王
国
に
昇
格
し
、
帝
国
に
類
す
る
官
吏
・
官
司
の
設
置
が
許
さ
れ
自
立
性
を
高
め
た）

11
（

。
代
国
は
数
世
代
の
代
王
の
下
で
内
乱
を
重
ね
つ

つ
晋
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
末
、
三
七
六
年
に
前
秦
の
攻
撃
で
一
度
滅
ぶ
。
し
か
し
、
最
後
の
「
代
王
」
拓
跋
什
翼
犍
の
孫
の
拓
跋
珪

が
勢
力
を
糾
合
し
て
三
八
六
年
に
「
代
王
」
を
自
称
し
、
同
年
中
（
三
ヶ
月
後
）
に
「
魏
王
」
と
改
め
て
「
魏
国
（
北
魏
）」
が
成
立

し
た）

1（
（

。
そ
の
後
、
連
戦
し
て
華
北
を
統
一
し
た
拓
跋
珪
は
、
三
九
八
年
に
群
臣
の
審
議
を
経
て
改
め
て
「
国
号
」
を
「
魏
」
と
定
め
、

同
年
中
に
帝
位
に
就
い
て
（
道
武
帝
）、
帝
国
「
魏
（
北
魏
）」
が
樹
立
さ
れ
る）

11
（

。

北
魏
は
分
裂
し
て
東
魏
・
西
魏
と
な
る
が
、
い
ず
れ
の
長
も
「
魏
」
皇
帝
の
正
統
を
自
認
し
、
建
前
上
王
朝
交
代
で
な
い
た
め
、
初

代
が
た
だ
ち
に
皇
帝
と
な
り
、
諸
侯
（
公
・
王
）
を
経
由
し
な
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
東
魏
か
ら
は
五
五
〇
年
に
高
洋
が
帝
位
を
禅
譲
さ

れ
て
「
斉
（
北
斉
）」
王
朝
が
建
ち
、
西
魏
か
ら
は
五
五
七
年
に
宇
文
覚
が
帝
位
（
天
王
位
）
を
禅
譲
さ
れ
て
「
周
（
北
周
）」
王
朝
が

建
つ
。

北
斉
初
代
の
高
歓
は
、五
二
八
年
に
北
魏
か
ら
諸
侯
（
伯
）「
銅
鞮
伯
」
に
封
じ
ら
れ
、二
年
後
の
五
三
〇
年
に
封
土
一
郡
の
諸
侯
（
公
）
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「
平
陽
郡
公
」
に
封
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
翌
五
三
一
年
に
出
身
地
（
渤
海
郡
蓨じ
ょ
う

県
）
に
因
ん
で
諸
侯
王
「
渤
海
王
」
冊
封
を
打
診
さ
れ
る

が
辞
退
す
る）

11
（

。
そ
の
後
、
高
歓
は
孝
武
帝
を
擁
立
す
る
が
対
立
し
、
孝
武
帝
は
五
三
四
年
に
宇
文
泰
を
頼
っ
て
長
安
へ
逃
れ
、
洛
陽
で

高
歓
が
孝
静
帝
を
立
て
、
北
魏
は
高
歓
主
導
の
東
魏
と
宇
文
泰
主
導
の
西
魏
に
分
裂
す
る
。

東
魏
で
は
五
三
九
年
に
高
歓
が
孝
静
帝
か
ら
「
渤
海
王
」
に
封
じ
ら
れ
、一
〇
万
戸
の
封
を
得
て
諸
侯
国
（
王
国
）「
渤
（
勃
）
海
国
」

が
建
つ）

11
（

（
後
の
女
真
族
王
朝
「
渤
海
国
」
と
は
無
関
係
）。
彼
は
終
始
東
魏
の
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
が
、「
渤
海
王
」
の
ま
ま
五
四
七

年
に
死
去
し
、直
後
に
孝
静
帝
が
「
斉
王
」
と
改
め
た）

11
（

。「
渤
海
王
」
は
子
の
高
澄
が
相
続
し
、二
年
後
の
五
四
九
年
に
孝
静
帝
か
ら
「
斉

王
」
に
封
じ
ら
れ
、
彼
の
封
国
は
渤
海
郡
を
主
と
す
る
五
郡
一
五
万
戸
の
諸
侯
国
（
王
国
）「
斉
国
」
と
な
る）

11
（

。
彼
は
同
年
中
に
殺
さ

れ
る
が
、
翌
五
五
〇
年
に
弟
の
高
洋
が
「
斉
郡
王
」
と
な
り
、
二
ヶ
月
後
に
爵
を
進
め
て
「
斉
王
」
に
封
じ
ら
れ
て
、
五
郡
一
〇
万
戸

の
規
模
で
亡
き
兄
の
諸
侯
国
（
王
国
）「
斉
国
」
を
相
続
、二
ヶ
月
後
に
封
土
が
加
増
さ
れ
て
「
斉
国
」
が
一
〇
郡
二
〇
万
戸
に
拡
大
し
、

五
日
後
に
孝
静
帝
が
帝
位
を
禅
譲
、
二
日
後
に
高
洋
は
即
位
し
て
帝
国
「
斉
（
北
斉
）」
を
樹
立
す
る）

11
（

。

一
方
、
宇
文
泰
は
北
魏
孝
武
帝
か
ら
五
三
四
年
に
「
略
陽
県
公
」
に
封
じ
ら
れ）

11
（

、
後
に
孝
武
帝
を
殺
し
て
文
帝
を
立
て
、
西
魏
が
成

立
す
る
。
五
三
五
年
、
宇
文
泰
は
「
安
定
郡
王
」
冊
封
を
打
診
さ
れ
る
が
固
辞
し
、
爵
を
一
等
下
げ
て
「
安
定
郡
公0

」
に
封
じ
ら
れ

た）
11
（

。
郡
県
は
皇
帝
直
轄
地
な
の
で
、
県
公
・
郡
公
は
「
公
」
爵
で
も
諸
侯
国
を
持
た
な
い
。
そ
の
後
、
宇
文
泰
の
政
治
主
導
の
下
、
長

男
毓
が
「
寧
都
郡
公）

11
（

」、
次
男
震
が
「
武
邑
公）

1（
（

」、
そ
の
弟
の
直
が
「
秦
郡
公
」、
招
が
「
正
平
公
」、
嫡
子
と
な
る
覚
が
「
略
陽
郡
公
」

に
封
じ
ら
れ）

11
（

、
親
子
で
爵
位
を
進
め
た
。
五
五
六
年
、
宇
文
泰
は
「
安
定
郡
公
」
の
ま
ま
没
す
る
が
、
子
の
宇
文
覚
が
後
を
継
ぐ
と
同

年
一
二
月
に
恭
帝
か
ら
岐
陽
の
封
土
を
も
っ
て
「
周
公
」
に
封
じ
ら
れ
、
諸
侯
国
（
公
国
）「
周
国
」
が
建
つ
。
そ
の
わ
ず
か
一
三
日

後
に
宇
文
覚
は
禅
譲
さ
れ
、
年
が
明
け
て
五
五
七
年
正
月
に
「
天
王
」
と
し
て
帝
国
「
周
（
北
周
）」
を
樹
立
す
る）

11
（

。

北
周
か
ら
禅
譲
を
受
け
る
隋
の
高
祖
文
帝
（
楊
堅
）
の
父
楊
忠
は
北
魏
で
頭
角
を
現
し）

11
（

、
北
魏
か
ら
「
昌
県
伯
」「
小
黄
県
伯
」
に
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封
じ
ら
れ
、
宇
文
泰
と
結
ん
で
西
ヘ
逃
れ
た
孝
武
帝
に
従
い
、
そ
の
西
魏
で
「
侯
」
に
爵
位
を
進
め
て
「
昌
県
侯
」「
小
黄
県
侯
」
と

な
り
、後
に
「
公
」
に
爵
位
を
進
め
て
「
襄
城
県
公
」
と
な
っ
た
。
五
四
九
年
、宇
文
泰
の
命
で
楊
忠
は
南
伐
し
て
梁
を
攻
め
、隋
（
随
・

隨
）
郡
を
奪
取
し）

11
（

、
そ
の
功
績
で
郡
公
へ
と
爵
位
を
進
め
「
陳
留
郡
公
」
と
な
る
。
こ
の
時
に
奪
取
し
た
隋
郡
が
、
後
の
帝
国
「
隋
」

の
基
盤
で
あ
る
。
宇
文
覚
が
禅
譲
を
受
け
て
北
周
の
孝
閔
帝
に
な
る
と
、
楊
忠
は
五
五
九
年
、
爵
を
進
め
て
「
隋
国
公
」
に
封
じ
ら
れ
、

封
一
万
戸
の
諸
侯
国
（
公
国
）「
隋
国
」
が
建
つ
。

そ
の
間
、
子
の
楊
堅
も
北
周
で
「
成
紀
県
公
」「
大
興
郡
公
」
の
爵
を
歩
み
、「
隋0

州
刺
史
」
と
な
っ
て
父
の
封
国
「
隋
国
」
方
面
に

勢
力
を
扶
植
し
、
五
六
八
年
の
楊
忠
の
死
去
に
伴
い
「
隋
国
公
」
を
継
ぎ
、
五
八
〇
年
に
幼
い
静
帝
が
立
つ
と
北
周
の
全
権
を
握
っ
た
。

楊
堅
は
同
年
中
に
爵
を
進
め
て
「
隋
国
王
」
と
な
り
、「
諸
侯
王
上
」
に
列
し
、
彼
の
諸
侯
国
「
隋
国
」
は
封
土
一
〇
郡
の
王
国
と
な
っ

て
、
帝
国
と
同
等
の
丞
相
以
下
の
官
僚
・
官
司
の
設
置
を
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
二
ヶ
月
後
（
四
八
日
後
）
の
五
八
一
年
二
月
、
静
帝

か
ら
の
禅
譲
を
受
け
、
帝
国
「
隋
」
が
樹
立
さ
れ）

11
（

、
五
八
九
年
に
中
国
を
統
一
す
る
。

唐
の
高
祖
李
淵
の
祖
父
李
虎
は
、
西
魏
で
「
隴
西
郡
公
」
に
封
じ
ら
れ
、
死
後
の
五
六
四
年
に
北
周
で
「
唐
国
公
」
を
追
贈
さ
れ）

11
（

、

同
年
に
子
で
後
継
者
の
李
昞
が
「
唐
国
公
」
に
封
じ
ら
れ
た）

11
（

。
帝
国
「
唐
」
の
基
盤
は
こ
こ
に
北
周
で
成
立
し
た
諸
侯
国
（
公
国
）「
唐

国
」
に
あ
っ
た
。
李
昞
が
五
七
二
年
に
没
す
る
と
、
子
の
李
淵
が
七
歳
で
「
唐
国
公
」
の
爵
位
を
継
ぐ）

11
（

。
李
淵
は
北
周
・
隋
に
仕
え
、

六
一
七
年
に
隋
の
恭
帝
か
ら
爵
を
進
め
て
「
唐
王
」
に
封
じ
ら
れ
、
諸
侯
国
「
唐
国
」
は
王
国
に
昇
格
し
、
翌
六
一
八
年
、「
唐
国
」

に
帝
国
同
等
の
丞
相
以
下
の
官
僚
・
官
司
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た）

11
（

。
そ
し
て
そ
の
二
ヶ
月
後
（
三
七
日
後
）、
恭
帝
が
李
淵
に
禅
譲
し
て
、

帝
国
「
大
唐
」
が
樹
立
さ
れ
る）

1（
（

。

以
上
か
ら
、
諸
侯
由
来
行
程
の
歴
史
に
つ
い
て
興
味
深
い
諸
事
実
が
判
明
す
る
。

公
国
「
魏
国
」
の
国
制
が
前
漢
諸
侯
王
を
模
し
た
よ
う
に
、
曹
魏
が
踏
ん
だ
手
順
は
前
漢
の
諸
侯
由
来
行
程
の
復
活
だ
が
、
禅
譲
な
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の
で
、
実
際
に
は
新
の
実
績
を
加
味
し
て
い
る
。
ま
た
曹
操
は
、
前
漢
の
劉
邦
と
異
な
り
諸
侯
国
（
公
国
）
を
建
て
た
上
で
、
諸
侯
王

に
昇
格
し
（
王
国
に
昇
格
さ
せ
）、
最
後
に
帝
位
に
就
く
、
と
い
う
三
段
階
を
踏
ん
だ
。
こ
れ
は
、
支
配
領
域
の
転
変
を
伴
う
放
伐
で

な
く
、
安
定
し
た
制
度
内
で
封
土
の
獲
得
・
拡
張
を
図
れ
る
禅
譲
に
よ
れ
ば
こ
そ
、
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
形
で
あ
る
。

こ
の
三
段
階
方
式
の
創
始
に
伴
い
、各
段
階
の
国
号
（
公
国
→
王
国
→
帝
国
）
も
初
め
て
す
べ
て
統
一
さ
れ
た
。
秦
と
ほ
ぼ
同
じ
（
秦

は
第
一
段
階
が
伯
国
）
こ
の
方
式
を
〝
同
名
型
の
諸
侯
由
来
行
程
〟
と
呼
び
た
い
。
該
形
式
は
以
後
、
踏
襲
さ
れ
た
。
曹
魏
は
、
秦
・

前
漢
・
新
の
微
妙
に
異
な
る
諸
侯
由
来
行
程
を
統
合
し
、
後
の
帝
位
禅
譲
を
律
す
る
基
本
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
曹
魏
へ
の
臣
礼
を
機
に
、
該
形
式
は
孫
呉
へ
即
座
に
波
及
し
た
。
該
形
式
の
強
い
規
範
性
が
明
ら
か
で
あ
る
。

曹
魏
の
禅
譲
を
受
け
た
晋
は
、曹
魏
が
仕
上
げ
た
同
名
型
の
諸
侯
由
来
行
程
を
よ
く
模
倣
し
、該
形
式
の
定
式
化
・
原
則
化
を
始
め
た
。

司
馬
昭
は
晋
公
に
な
る
と
即
座
に
、
皇
帝
並
み
に
妃
を
「
后
」、
世
子
を
「
太
子
」
と
呼
び
、
子
孫
の
爵
位
・
肩
書
き
も
皇
帝
子
孫
と

同
等
に
扱
わ
れ
、
漢
・
曹
魏
の
前
例
を
踏
襲
し
て
、「
御
史
大
夫
・
侍
中
・
常
侍
・
尚
書
・
中
領
軍
・
衛
将
軍
官
」
等
、
皇
帝
と
同
じ

官
僚
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
待
遇
を
司
馬
昭
が
辞
退
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
公
国
「
晋
国
」
の
建
国
段
階
で
禅
譲
が
既
定

路
線
に
な
っ
た
こ
と
、
即
ち
曹
魏
と
同
じ
方
式
に
よ
る
禅
譲
計
画
の
始
動
を
意
味
す
る
。

劉
宋
も
、
曹
魏
・
晋
と
全
く
同
じ
段
取
り
を
踏
襲
し
た
。
す
で
に
五
胡
十
六
国
時
代
に
入
り
、
真
の
統
一
王
朝
は
隋
の
統
一
ま
で
不

在
と
な
る
が
、
統
一
王
朝
と
し
て
天
下
を
回
復
す
る
前
提
で
成
立
し
、
諸
侯
を
従
え
る
帝
国
の
形
を
取
っ
た
諸
王
朝
が
、
同
名
型
の
諸

侯
由
来
行
程
を
踏
ん
で
王
朝
を
樹
立
す
る
、
と
い
う
方
式
は
様
式
化
し
、
固
定
化
し
始
め
て
い
た
。
そ
の
顕
著
な
証
左
が
、「
公
」
爵

受
封
で
一
〇
郡
を
領
し
、「
王
」
爵
昇
進
に
伴
う
一
〇
郡
加
増
で
二
〇
郡
を
領
す
る
と
い
う
形
で
あ
り
、
そ
れ
は
晋
と
一
致
す
る
と
と

も
に
、
以
後
の
南
朝
で
は
必
ず
機
械
的
に
、
即
ち
必
須
の
様
式
と
し
て
踏
襲
さ
れ
た
。

そ
の
反
面
、
諸
侯
と
し
て
の
受
封
か
ら
禅
譲
ま
で
の
日
数
は
、
一
貫
し
て
短
期
化
を
重
ね
た
。
曹
魏
で
は
曹
操
の
「
魏
公
」
受
封
か
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ら
曹
丕
の
帝
位
受
禅
ま
で
七
年
、
西
晋
で
は
司
馬
昭
の
「
晋
公
」
冊
封
計
画
の
表
面
化
か
ら
実
現
ま
で
に
五
年
、
司
馬
昭
の
「
晋
公
」

受
封
か
ら
司
馬
炎
の
受
禅
ま
で
二
年
で
、細
部
は
異
な
る
も
の
の
曹
魏
と
同
じ
く
七
年
を
要
し
た
。
そ
れ
が
、劉
宋
の
場
合
は
劉
裕
の「
宋

公
」
受
封
か
ら
受
禅
ま
で
四
年
に
短
期
化
す
る
。
そ
し
て
南
斉
の
蕭
道
成
に
至
る
と
、
初
段
階
の
「
斉
公
」
受
封
か
ら
最
終
段
階
の
帝

位
禅
譲
ま
で
足
か
け
二
ヶ
月
、日
数
に
し
て
四
七
日
間
し
か
経
て
お
ら
ず
、劇
的
に
短
縮
す
る
。
簒
奪
へ
の
反
感
を
緩
和
す
る
た
め
「
公
」

「
王
」
と
爵
を
進
め
な
が
ら
数
年
単
位
で
禅
譲
を
勧
め
世
論
の
熟
成
を
待
つ
、
と
い
う
体
裁
は
時
間
の
浪
費
と
見
な
さ
れ
、「
公
」「
王
」

受
封
は
完
全
に
形
骸
化
し
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、た
だ
ち
に
禅
譲
を
迫
っ
て
実
現
で
き
る
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、あ
え
て
「
公
」

「
王
」
受
封
と
い
う
体
裁
を
形
ば
か
り
取
っ
た
事
実
は
、
同
名
型
の
諸
侯
由
来
行
程
が
牢
固
た
る
必
須
の
形
式
と
し
て
定
着
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
該
形
式
は
、
実
質
と
無
関
係
に
必
ず
経
由
す
べ
き
回
路
と
し
て
、
個
別
の
王
朝
を
超
え
た
社
会
一
般
の
シ
ス
テ
ム

に
刻
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

梁
の
蕭
衍
の
場
合
も
「
梁
公
」
受
封
か
ら
受
禅
ま
で
わ
ず
か
七
八
日
、
陳
の
陳
霸
先
に
至
っ
て
は
「
陳
公
」
受
封
か
ら
受
禅
ま
で
わ

ず
か
三
〇
日
で
、
そ
れ
ま
で
で
最
も
短
い
。
し
か
も
、「
公
」
爵
受
封
か
ら
「
王
」
爵
昇
進
ま
で
に
要
し
た
二
七
日
間
は
、
直
前
の
梁

の
場
合
と
日
数
が
一
致
す
る
。
短
縮
さ
れ
た
日
数
の
固
定
化
は
形
骸
化
の
著
し
い
進
行
だ
が
、
様
式
と
し
て
の
規
範
性
は
高
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
通
り
、
魏
晋
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
南
朝
（
六
朝
）
で
は
、〈
公
国
「
Ａ
国
」
→
王
国
「
Ａ
国
」
→
帝
国
「
大
Ａ
」〉
の
諸
段
階

を
踏
む
同
名
型
の
諸
侯
由
来
行
程
が
、
絶
対
的
原
則
と
化
し
て
い
た
。

一
方
、
北
朝
は
南
朝
ほ
ど
極
端
な
守
旧
性
を
見
せ
な
い
。
非
漢
人
民
族
に
特
有
の
歴
史
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
鮮
卑
拓
跋
氏
の
帝
国
は

禅
譲
で
な
く
両
漢
以
来
絶
え
て
い
た
放
伐
で
樹
立
さ
れ
、
間
に
八
人
一
〇
代
（
二
人
が
廃
位
後
に
復
位
）
の
代
王
、
八
八
年
の
歳
月
を

挟
ん
だ
。
帝
国
樹
立
を
禅
譲
に
依
存
し
、
諸
侯
由
来
行
程
の
外
面
的
墨
守
と
期
間
短
縮
に
専
念
で
き
た
南
朝
と
違
い
、
放
伐
で
覇
権
を
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奪
取
す
る
し
か
な
か
っ
た
五
胡
十
六
国
の
必
然
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
諸
侯
国
（
公
国
）「
代
国
」
の
君
主
「
代
公
」
→
諸
侯
国
（
王

国
）
の
君
主
「
代
王
」
→
独
立
国
（
王
国
）「
魏
王
」
→
帝
国
「
魏
」
の
皇
帝
と
い
う
王
業
樹
立
の
諸
段
階
は
、
細
部
を
除
け
ば
同
名

型
の
諸
侯
由
来
行
程
と
合
致
す
る
。
南
朝
と
状
況
も
民
族
も
違
う
華
北
で
さ
え
、
必
須
の
様
式
と
認
識
さ
れ
た
証
左
で
あ
る
。
北
魏
成

立
は
南
朝
最
初
の
劉
宋
成
立
以
前
な
の
で
、
北
朝
の
諸
侯
由
来
行
程
は
南
朝
で
は
な
く
曹
魏
・
晋
の
影
響
力
・
規
範
性
に
従
っ
て
い
る
。

北
魏
の
一
部
東
魏
の
後
身
北
斉
は
、帝
国
樹
立
ま
で
に
二
世
代
三
人
で
「
銅
鞮
伯
」「
渤
海
王
」「
斉
王
」
を
経
由
し
、世
代
数
が
多
く
、

固
有
名
が
一
貫
せ
ず
、「
公
」
爵
を
経
な
か
っ
た
。
西
魏
の
後
身
北
周
で
も
、
帝
国
樹
立
ま
で
に
二
世
代
二
人
で
、
県
公
・
郡
公
を
経

て
「
周
公
」
と
な
り
、
最
後
に
「
天
王
」
と
い
う
名
の
帝
位
を
禅
譲
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
変
則
的
で
、
多
様
性
の
喪
失
へ
と
直
進
し
た

南
朝
と
異
な
る
が
、
諸
侯
由
来
行
程
自
体
は
必
ず
踏
襲
さ
れ
、
必
須
様
式
と
化
す
圧
力
が
働
い
た
点
は
変
わ
ら
な
い
。

諸
侯
由
来
行
程
に
即
せ
ば
禅
譲
直
前
に
経
る
べ
き「
周
王
」を
北
周
が
経
な
い
の
は
、周
王
朝
の
再
現
を
目
論
ん
だ
影
響
に
違
い
な
い
。

宇
文
泰
は
「
崇
尚
儒
術
」
と
い
わ
れ）

11
（

、
復
古
的
・
教
条
主
義
的
な
儒
教
復
活
に
熱
心
で
、
執
政
中
に
周
の
官
制
の
記
録
（
実
は
戦
国
時

代
の
仮
託
）『
周
礼
』
に
忠
実
な
国
制
を
西
魏
に
再
現
し）

11
（

、『
周
礼
』
上
の
周
の
姿
を
理
想
的
国
家
形
態
と
見
な
す
儒
学
者
の
伝
統
的
共

通
了
解
を
現
実
化
し
た
。
彼
が
「
周
公
」
と
し
て
得
た
封
土
の
岐
陽
は
岐
山
の
南
で
、
岐
山
は
周
王
朝
発
祥
の
地
で
あ
る
。「
周
公
」

の
爵
位
も
、幼
い
成
王
に
代
わ
り
周
朝
を
実
質
的
に
確
立
し
、人
間
社
会
に
《
礼
》
を
定
め
た
儒
教
確
立
者
と
し
て
孔
子
と
並
び
「
周
孔
」

と
称
さ
れ
た
周
公

0

0

旦
の
再
来
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
る
。

周
代
の
「
王
」
は
諸
侯
で
な
く
天
子
の
号
で
、『
春
秋
』
等
の
儒
教
経
典
で
は
し
ば
し
ば
「
天
王
」
と
呼
ば
れ
た
。
宇
文
覚
が
諸
侯

段
階
で
「
周
王
」
の
名
乗
り
を
避
け
た
の
も
、
禅
譲
で
得
た
天
子
の
位
を
「
皇
帝
」
で
な
く
「
天
王
」
と
し
た
の
も
、〈
天
王
の
も
と

に
諸
侯
と
し
て
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
が
存
在
す
る
〉
と
い
う
（
戦
国
時
代
に
回
顧
的
に
夢
想
さ
れ
た
）
周
代
国
制
の
忠
実
な
復
元
意

図
を
示
す
。
こ
の
独
特
の
儒
学
傾
倒
に
よ
り
、
諸
侯
由
来
行
程
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
従
前
と
外
見
が
著
し
く
異
な
っ
た
（
県
公
→
郡
公
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→
「
周
公
」
→
「
天
王
」）
も
の
の
、北
周
と
し
て
は
該
形
式
を
確
立
さ
せ
た
曹
魏
よ
り
も
古
く
原
点
の
周
代
に
立
ち
戻
っ
た
に
す
ぎ
ず
、

む
し
ろ
曹
魏
以
来
の
形
式
こ
そ
逸
脱
と
捉
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
北
周
か
ら
生
ま
れ
た
隋
が
、
北
朝
的
な
多
様
性
や
周
へ
の
教
条
主
義
的
回
帰
で
は
な
く
、「
隋
国
公
」
→
「
隋
国
王
」
→
皇
帝

と
い
う
、
南
朝
式
の
定
式
化
圧
力
を
経
た
態
様
を
採
用
踏
襲
し
た
事
実
は
興
味
深
い
。
特
に
、
諸
侯
国
段
階
の
封
土
を
一
〇
郡
単
位
で

持
つ
形
は
、
晋
か
ら
確
認
さ
れ
劉
宋
で
定
式
化
し
た
南
朝
の
パ
タ
ー
ン
と
一
致
し
、「
隋
国
王
」
受
封
か
ら
禅
譲
ま
で
の
四
八
日
間

0

0

0

0

は
、

同
じ
過
程
を
四
七
日
間

0

0

0

0

で
果
た
し
た
南
朝
南
斉
の
踏
襲
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
楊
忠
が
南
朝
（
梁
）
で
過
ご
し
た
一
時
期
の
経
験
に
由

来
す
る
可
能
性
が
高
い
が
、
よ
り
根
源
的
に
は
、
南
朝
特
有
の
該
形
式
が
、
禅
譲
の
み
で
王
朝
交
替
し
て
き
た
南
朝
の
歴
史
と
一
対
一

対
応
し
て
い
た
事
実
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
南
朝
の
該
形
式
は
、
南
朝
を
魏
晋
と
連
続
す
る
「
六
朝
」
と
し
て
捕
捉
さ
せ
る
正
統
性
と
一

体
で
、
そ
れ
自
体
が
正
統
性
を
象
徴
す
る
。
隋
は
そ
の
象
徴
性
の
獲
得
に
よ
る
正
統
性
の
喧
伝
を
欲
し
た
と
見
て
よ
い
。
楊
忠
の
「
隋

国
公
」
の
時
は
「
戸
」
単
位
で
数
え
た
封
を
、「
隋
国
王
」
受
封
段
階
の
楊
堅
が
「
郡
」
単
位
で
数
え
て
南
朝
式
に
転
換
し
た
事
実
は
、

南
朝
の
継
承
者
と
し
て
も
正
統
性
を
有
す
る
と
喧
伝
す
る
こ
と
で
、
こ
の
段
階
で
翌
年
の
禅
譲
ば
か
り
か
九
年
後
の
陳
併
合
に
よ
る
南

北
朝
統
一
ま
で
視
野
に
入
れ
た
証
左
で
あ
る
。

か
か
る
理
由
か
ら
、
北
朝
出
身
の
統
一
帝
国
は
南
朝
式
の
諸
侯
由
来
行
程
を
実
践
し
、
唐
も
三
世
代
・
半
世
紀
を
要
し
た
も
の
の
、「
唐

国
公
」
→
「
唐
国
王
」
→
皇
帝
と
該
形
式
に
沿
っ
た
。
曹
魏
に
始
ま
り
南
朝
で
定
式
化
し
た
該
形
式
は
、
六
朝
か
ら
隋
を
経
て
唐
へ
と

忠
実
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
り
、「
日
本
国
」
成
立
以
前
に
倭
人
が
参
照
・
模
倣
し
得
た
中
国
統
一
帝
国
は
、
こ
の
唐
ま
で
で
あ
る
。
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五　

王
業
確
立
手
順
の
模
倣
と
邪
馬
台
国

部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
全
体
名
転
移
を
、一
四
世
紀
以
上
昔
の
周
の
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
の
模
倣
と
考
え
る
の
は
無
理
か
、

と
い
う
先
の
問
い
に
は
、
上
記
諸
事
実
に
よ
り
〝
否
〟
と
答
え
ら
れ
る
。

周
以
来
、
秦
・
漢
・
新
・
三
国
（
曹
魏
・
孫
呉
）・
晋
・
南
朝
（
劉
宋
・
南
斉
・
梁
・
陳
）・
北
朝
（
北
魏
・
北
斉
・
北
周
）・
隋
・

唐
と
、
全
帝
国
が
（
蜀
漢
を
除
き
）
該
手
順
を
踏
み
、
禅
譲
で
成
立
し
た
全
帝
国
は
例
外
な
く
諸
侯
由
来
行
程
を
実
践
し
た
。
帝
国
の

樹
立
に
は
、
周
以
降
、
諸
侯
由
来
行
程
の
形
で
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
手
順
を
踏
む
こ
と
が
絶
対
原
則
と
な
っ
て
い
た
、
と

断
じ
て
よ
い
（
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
以
後
、〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
に
、
諸
侯
由
来
行
程
を
踏
ん
で
い
る
と
い
う
含
意

を
込
め
た
い
）。
換
言
す
れ
ば
、
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
全
体
名
転
移
が
起
き
た
可
能
性
が
あ
る
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
、
現
存
の
中

国
帝
国
は
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
手
順
を
踏
ん
だ
歴
史
を
持
つ
。
そ
し
て
、
倭
国
・
初
期
日
本
国
に
お
け
る
中
国
国
制
模
倣

の
実
績
を
勘
案
す
れ
ば
、
倭
王
の
王
業
完
遂
（
統
一
王
国
樹
立
）
に
あ
た
っ
て
中
国
の
該
手
順
が
参
照
・
模
倣
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分

に
高
い
。

可
能
性
の
有
無
と
実
践
の
有
無
は
別
問
題
だ
が
、
実
践
さ
れ
た
と
見
な
す
べ
き
証
拠
は
複
数
あ
る
。

第
一
に
、〈
統
一
王
朝
は
必
ず
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
手
順
を
経
て
樹
立
さ
れ
る
〉
慣
習
は
、
中
国
で
は
周
以
降
に
例
外

な
く
絶
対
的
で
あ
り
、か
つ
古
代
東
ア
ジ
ア
で
は
中
国
以
外
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
お
か
つ
、該
慣
習
以
外
に
は
、部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」

の
全
体
名
転
移
を
説
明
で
き
る
仕
組
み
を
、
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
未
だ
指
摘
し
得
な
い
。〈
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
全
体
名
転
移

は
中
国
の
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
慣
習
に
由
来
す
る
〉
と
い
う
仮
説
は
、
現
状
で
最
も
蓋
然
性
が
高
い
。

証
拠
の
第
二
は
、〈
全
体
国
が
部
分
国
を
内
包
す
る
〉
二
重
「
国
」
構
造
で
あ
る
。
古
代
中
国
で
は
、
諸
侯
「
国
」
群
を
構
成
要
素
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と
し
つ
つ
自
ら
も
「
周
国
」
と
呼
ば
れ
た
周
以
降
、「
漢
国
（
前
漢
・
後
漢
）」「
魏
国
」「
晋
国
」「
宋
国
」「
斉
国
（
南
斉
）」「
梁
国
」「
陳

国
」「
魏
国
（
北
魏
）」「
斉
国
（
北
斉
）」「
周
国
（
北
周
）」「
隋
国
」「
唐
国
」
と
、
統
一
王
朝
も
「
国
」
と
自
称
し
た）

11
（

。
唐
で
は
、
武

則
天
の
武
周
革
命
と
彼
女
の
没
後
に
王
朝
名
が
「
唐
」
→
「
周
」
→
「
唐
」
と
変
転
し
た
こ
と
が
、「
改
国
号

0

0

為
周）

11
（

」、「
復
国
号

0

0

、
依

旧
為
唐）

11
（

」
と
記
録
さ
れ
、
隋
も
「
国
号
為
隋
」
と
記
録
さ
れ
た）

11
（

。
統
一
王
朝
名
を
「
国0

号
」
と
呼
ぶ
慣
習
は
、「
夫
漢0

者
、
高（
劉
邦
）祖
本
所

起
定
天
下
之
国
号

0

0

也
、
大（
劉
備
）王
襲
先
（
後
漢
献
帝
）
帝
軌
跡
、
亦
興
於
漢
中
也
」
と
述
べ
た
二
二
〇
年
の
文
書）

11
（

に
よ
り
、
三
国
時
代
の
三
世
紀
前
半
に

は
確
認
で
き
る
。

対
し
て
、か
か
る
二
重
構
造
は
古
代
朝
鮮
半
島
に
一
度
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
後
漢
ま
で
に
姿
を
現
し
た
三
韓
で
は
、馬
韓
が「
五
十
四

国
」、
辰
韓
と
弁
韓
（
弁
辰
）
が
各
「
十
有
二
国
」
か
ら
構
成
さ
れ
た
が
、
集
合
体
と
し
て
の
馬
韓
・
辰
韓
・
弁
韓
は
「
国
」
と
呼
ば

れ
な
い）

11
（

。
同
じ
頃
に
現
中
朝
国
境
の
北
に
出
現
し
た
高
句
麗
や
、
遅
れ
て
馬
韓
・
辰
韓
か
ら
発
生
し
た
百
済
・
新
羅
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
全
体
が
「
国
」
と
認
識
さ
れ
た
が）

11
（

、
そ
の
内
部
は
「
州
」「
郡
」「
県
」
等
の
単
位
名
で
把
握
さ
れ
、「
国
」
と

い
う
構
成
要
素
を
持
た
な
い
。
統
一
新
羅
や
高
麗
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、統
一
王
朝
自
体
が
一
つ
の
「
国
」
で
あ
り
な
が
ら
内
部
に
直
轄
領
と
並
立
す
る
諸
侯
の
「
国
」
を
内
包
す
る
二
重
「
国
」

構
造
の
国
土
把
握
方
式
は
、
古
代
東
ア
ジ
ア
で
は
中
国
と
日
本
列
島
に
の
み
存
在
し
た
。
日
本
列
島
の
該
構
造
は
、
先
行
し
た
中
国
の

該
構
造
の
模
倣
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。
朝
鮮
半
島
諸
国
は
そ
れ
自
体
が
中
国
帝
国
に
服
属
す
る
諸
侯
国
で
あ
る
と
い
う
建
前

（
特
に
王
が
劉
宋
か
ら
「
楽
浪
公
」
に
封
じ
ら
れ
た
高
句
麗
は
諸
侯
国
た
る
公
国
で
あ
っ
た）

1（
（

）
で
あ
る
か
ら
、
全
体
国
の
内
部
に
諸
侯

国
を
含
意
す
る
「
国
」
を
持
た
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
そ
れ
は
逆
に
、
同
じ
建
前
を
取
っ
た
は
ず
の
倭
国
が
内
部
構
成
要
素
を
「
国
」

と
呼
ん
だ
こ
と
が
、
い
か
に
積
極
的
か
つ
独
自
の
路
線
か
を
物
語
る
。

重
要
な
の
は
、
こ
の
二
重
「
国
」
構
造
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
諸
侯
由
来
行
程
を
踏
む
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
が
起
こ
り
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得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
帝
国
「
Ａ
国
」
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
帝
国
「
Ｂ
国
」
内
部
の
諸
侯
国
「
Ａ
国
」
が
公
国
→
王
国
→
帝
国
へ

と
順
次
格
上
げ
さ
れ
る
（「
Ａ
国
」
の
長
が
帝
位
を
得
る
）
形
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
必
ず
帝
「
国
」
が
諸
侯
「
国
」
を
内
包
す
る
構

造
が
大
前
提
と
な
る
。
二
重
「
国
」
構
造
は
、
諸
侯
由
来
行
程
に
よ
る
〝
王
業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
慣
行
と
表
裏
一
体
の
仕
組
み

な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
中
国
を
模
倣
し
て
二
重
「
国
」
構
造
を
採
用
し
た
倭
王
権
は
、
そ
の
構
造
と
表
裏
一
体
の
該
慣
行
を
も
模

倣
し
て
採
用
し
た
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。

証
拠
の
第
三
は
、
直
接
的
で
な
く
間
接
的
な
傍
証
と
な
る
に
と
ど
ま
る
が
、
倭
王
権
が
中
国
史
書
に
登
場
し
た
初
段
階
で
「
大
夫
」

を
擁
し
た
事
実
で
あ
る
。

現
存
中
国
史
書
に
お
け
る
日
本
列
島
人
の
具
体
的
政
治
動
向
の
初
見
は
、
五
七
年
の
後
漢
光
武
帝
に
対
す
る
倭
奴
国
使
者
の
参
朝
で
、

『
後
漢
書
』
倭
伝
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
倭
奴
国
奉
貢
朝
賀
、
使
人
自
称
大
夫

0

0

0

0

」
と
伝
え
る
。
ま
た
、『
魏
志
』
倭
人
伝
に
よ
れ
ば
、
卑
弥

呼
の
後
継
者
台
与
が
、
曹
魏
の
帯
方
太
守
の
属
僚
た
る
塞
曹
掾
史
張
政
ら
を
朝
鮮
半
島
へ
護
送
し
た
時
、
護
送
団
の
長
は
「
倭
大
夫

0

0

率

善
中
郎
将
掖
邪
狗
」
で
あ
っ
た
。
同
じ
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
「
自
古
以
来
、
其
使
詣
中
国
、
皆
自
称
大
夫

0

0

0

0

0

」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
漢
・

曹
魏
に
参
朝
し
た
倭
の
使
者
は
例
外
な
く
「
大
夫
と
自
称
」
し
た
。

倭
人
の
地
位
に
お
け
る
「
大
夫
」
の
異
質
さ
は
際
立
つ
。『
魏
志
』
倭
人
伝
が
伝
え
る
倭
の
「
官
」
は
、「
卑
狗
」「
卑
奴
母
離
」「
爾
支
」

「
泄
謨
觚
柄
渠
觚
」「
兕
馬
觚
」「
多
模
」「
弥
弥
」「
弥
弥
那
利
」「
伊
支
馬
」「
弥
馬
升
」「
弥
馬
獲
支
」「
奴
佳
鞮
」「
狗
古
智
卑
狗
」
で
、

す
べ
て
音
写
さ
れ
た
日
本
語
と
見
な
せ
る
（「
卑
奴
母
離
」
は
、
漢
字
表
記
「
夷
守）

11
（

」
を
国
史
に
確
認
で
き
る）

11
（

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
漢
字
借
音
に
よ
る
日
本
語
の
音
写
で
な
く
、
最
初
か
ら
漢
語
と
し
て
考
案
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
倭
人
の
地
位
が

二
つ
あ
る
。「
一
大
率
」
と
「
大
夫
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
大
夫
」
は
、『
魏
志
』
倭
人
伝
等
に
挙
が
る
倭
王
の
吏
僚
の
中
で
唯
一
、

中
国
に
同
名
の
地
位
を
確
認
で
き
、
か
つ
「
倭
人
が
自
称
し
て
い
る
」
と
特
記
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
前
掲
の
「
卑
狗
」
以
下
は
（「
一
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大
率
」
も
）
す
べ
て
倭
人
の
自
称
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
は
「
自
称
す
」
と
特
記
さ
れ
な
い
。
夷
蛮
が
独
自
に
置
く
「
官
」
が
自

称
で
あ
る
の
は
当
然
で
、
あ
え
て
「
自
称
す
」
と
特
記
す
る
意
義
が
な
い
か
ら
に
違
い
な
い
。

そ
の
中
で
「
自
称

0

0

大
夫
」
と
特
記
さ
れ
た
の
は
、〈
理
由
・
正
当
性
が
不
明
で
あ
る
の
に
「
大
夫
」
と
名
乗
っ
て
い
る
〉
と
い
う
中

国
側
の
当
惑
を
意
味
し
、「
大
夫
」
の
自
称
は
当
然
で
な
い
こ
と
、即
ち
「
大
夫
」
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
て
初
め
て
名
乗
る
べ
き
地
位
、

と
い
う
認
識
を
意
味
す
る
。
そ
れ
を
与
え
る
主
体
は
、
当
惑
し
た
主
体
が
中
国
の
史
書
で
あ
り
、
か
つ
ほ
か
に
該
当
者
を
東
ア
ジ
ア
に

求
め
得
な
い
点
か
ら
、
中
国
の
天
子
に
違
い
な
い
。「
自
称
大
夫
」
の
一
文
は
、〈
わ
が
帝
国
が
そ
の
地
位
を
与
え
た
記
憶
が
な
い
〉
と

い
う
表
明
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
〈
本
来
な
ら
ば
中
国
の
天
子
か
ら
与
え
ら
れ
て
初
め
て
名
乗
る
べ
き
地
位
〉
即
ち
〈
中
国
の

制
度
〉
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
す
る
と
、
漢
・
曹
魏
に
か
け
て
倭
使
が
「
大
夫
と
自
称
」
し
た
事
実
は
、
倭
が
中
国
の
制
度
を
す
で
に
（
部
分
的
と
は
い
え
）
導

入
し
て
い
た
明
証
と
見
な
し
得
る
。
こ
の
事
実
は
、中
国
で
帝
国
樹
立
時
の
絶
対
原
則
と
化
し
て
い
た
、即
ち
社
会
制
度
化
し
て
い
た〝
王

業
基
盤
地
名
の
王
朝
名
化
〟
慣
行
も
ま
た
、
中
国
に
由
来
し
て
倭
で
採
用
さ
れ
た
可
能
性
を
、
一
定
度
支
持
し
て
い
る
（
少
な
く
と
も
、

「
そ
れ
が
あ
り
得
た
」
と
断
言
で
き
る
）。

以
上
の
証
拠
か
ら
、
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
が
日
本
列
島
の
全
体
名
に
転
移
し
た
現
象
は
、
周
以
来
の
古
代
中
国
の
〝
王
業
基
盤
地
名

の
王
朝
名
化
〟
慣
習
の
模
倣
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
の
が
、
現
状
の
材
料
に
依
拠
す
る
限
り
、
最
も
適
当
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、「
ヤ

マ
ト
」
が
同
時
に
部
分
名
か
つ
全
体
名
で
あ
っ
た
事
実
は
、あ
る
段
階
以
降
の
日
本
列
島
の
統
一
王
朝
「
倭
国
」
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
、

一
つ
の
主
張
を
成
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
統
一
王
朝
「
唐
」
と
い
う
完
成
形
が
、
隋
内
部
の
諸
侯
国
（
公
国
・
王
国
）「
唐
国
」
の
君

主
に
よ
る
帝
位
獲
得
と
い
う
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
、
統
一
王
朝
「
ヤ
マ
ト
」（
倭
や
後
身
の
日
本
）
の
完
成
形
は
、
内
包

す
る
諸
「
国
」
の
一
つ
「
ヤ
マ
ト
国
」
の
君
主
に
よ
る
倭
王
位
獲
得
と
い
う
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
、
と
。
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全
体
名
た
る
「
国
号
」
は
、
外
交
に
お
い
て
の
み
意
味
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
名
を
部
分
名
に
合
致
さ
せ
る
操
作
は
、
東
ア

ジ
ア
諸
国
に
右
の
通
り
主
張
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
す
る
と
、
該
現
象
が
日
本
語
「
ヤ
マ
ト
」
の
み
で
発
生
し
た
に

す
ぎ
ず
、そ
れ
だ
け
で
は
対
外
的
主
張
と
し
て
機
能
し
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
該
主
張
は
、隋
の
諸
侯
国
「
唐
国
」
と
帝
国
「
唐
」

の
よ
う
に
、
全
体
名
と
そ
の
淵
源
た
る
部
分
名
が
同
一
の
漢
字
表
記

0

0

0

0

を
持
た
ね
ば
成
立
し
な
い
。
倭
王
国
が
該
主
張
を
外
交
界
で
表
明

す
る
に
は
、
漢
字
表
記
上
も
部
分
名
と
全
体
名
を
一
致
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
手
段
は
限
ら
れ
る
。「
倭
」
は
最
初
か
ら
全
体
名
と
し
て
存
在
し
た
た
め
、〈
諸
侯
国
「
倭
」
が
統
一
王
朝
「
倭
」
に
脱
皮
し
た
〉

と
い
う
筋
書
き
は
史
実
に
反
し
、
主
張
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
選
択
肢
は
二
つ
に
絞
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
漢
字

表
記
を
全
体
名
に
も
採
用
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
は
不
具
合
が
伴
う
。
従
来
の
全
体
名
の
漢
字
表
記
「
倭
」
を
捨

て
る
と
い
う
、
対
外
的
国
号
の
変
更
が
不
可
避
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
、
よ
り
混
乱
が
少
な
い
選
択
肢
が
有
望
に
な
る
。
漢
字
訓
読
と
い
う
日
本
列
島
特
有
の
技
法
に
よ
り
、
全
体

名
た
る
「
倭
」
字
に
日
本
語
「
ヤ
マ
ト
」
を
訓
と
し
て
結
合
し
、
逆
に
部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
漢
字
表
記
を
「
邪
馬
台
」
か
ら
「
倭
」

へ
と
定
め
直
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
法
な
ら
対
外
的
国
号
の
表
記
を
変
更
せ
ず
に
済
む
（
対
外
的
国
号
は
文
書
で
用
い
ら
れ
る
の
で
、

対
内
的
に
「
ヤ
マ
ト
」
と
発
音
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
影
響
は
少
な
い
）。
ま
た
、従
来
の
部
分
名
の
発
音
も
変
更
せ
ず
に
済
む
（
発

話
レ
ベ
ル
で
は
従
来
の
地
名
を
維
持
で
き
る
）。
総
体
と
し
て
、
部
分
名
の
漢
字
表
記
が
「
邪
馬
台
」
か
ら
「
倭
」
に
変
更
さ
れ
る
以

外
は
、
全
体
名
・
部
分
名
と
も
に
従
来
と
の
一
貫
性
を
保
て
る
。
元
来
全
く
違
う
地
名
で
あ
っ
た
全
体
名
と
部
分
名
を
強
制
的
に
同
一

視
す
る
の
に
、
こ
れ
が
最
も
混
乱
が
少
な
い
手
法
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
倭
」
と
「
ヤ
マ
ト
」
の
交
差
的
相
互
転
移
・

結
合
は
、
か
か
る
経
緯
か
ら
実
現
し
た
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。
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結
語

以
上
の
考
察
を
総
合
す
る
と
、
下
記
の
結
論
を
導
け
る
。

倭
人
は
対
外
関
係
構
築
上
の
都
合
か
ら
、
国
土
把
握
の
方
式
に
中
国
の
二
重
「
国
」
構
造
の
模
倣
を
決
定
し
た
。
該
決
定
が
主
張
す

る
の
は
、統
一
王
朝
樹
立
過
程
に
お
け
る
同
名
型
の
諸
侯
由
来
行
程
の
踏
襲
、即
ち
〈
あ
る
諸
侯
国
が
脱
皮
し
て
新
た
な
統
一
王
朝
「
倭

国
」
を
樹
立
し
た
〉
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。
し
か
し
、〝
あ
る
諸
侯
国
〟
こ
と
「
ヤ
マ
ト
（
邪
馬
台
）」
は
全
体
名
「
倭
」
と
名
が
異

な
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
全
体
名
に
転
移
さ
せ
る
と
全
体
名
（
即
ち
国
号
）
の
変
更
と
い
う
混
乱
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
、「
倭
」
に
「
ヤ

マ
ト
」
の
訓
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、〈
諸
侯
国
「
邪ヤ

馬マ

台ト

」
が
統
一
王
朝
「
倭ヤ
マ
ト」
に
脱
皮
し
た
〉
と
い
う
形
で
該
主
張
が
な
さ
れ
た
。

か
か
る
歴
史
的
経
緯
の
痕
跡
を
別
角
度
か
ら
伝
え
る
の
が
古
代
地
名
「
倭ヤ

マ
ト」
の
態
様
で
あ
る
。
即
ち
、「
倭ヤ
マ
ト

」
が
同
時
に
異
な
る
三

ス
ケ
ー
ル
の
地
名
（
最
小
地
名
／
奈
良
方
面
の
部
分
名
／
日
本
列
島
の
全
体
名
）
で
あ
る
事
実
は
、
元
来
別
個
に
存
在
し
た
日
本
語
の

部
分
名
「
ヤ
マ
ト
」
と
漢
字
の
全
体
名
「
倭
」
が
、
交
差
的
に
相
互
転
移
し
て
相
手
と
結
合
し
た
歴
史
の
痕
跡
と
見
な
す
以
外
に
説
明

で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
角
度
か
ら
見
え
る
筋
書
き
を
同
一
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
と
、「
邪
馬
台
」
と
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
は

と
も
に
、
全
体
名
「
倭
」
に
与
え
ら
れ
た
日
本
語
訓
「
ヤ
マ
ト
」
を
生
み
出
し
た
同
一
実
体
を
指
す
と
結
論
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち

最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
は
、
令
制
下
の
大
和
国
城
下
郡
大
和
郷
を
中
心
と
す
る
磯
城
・
十
市
地
域
で
あ
る
こ
と
が
、
先
学
に
よ
り
す
で

に
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
同
一
実
体
で
あ
る
「
邪
馬
台
」
の
所
在
地
も
そ
こ
で
あ
り
、
邪
馬
台
国
所
在
地
論
争
は
畿
内
説
が
正
し

い
と
結
論
で
き
る
。『
隋
書
』
倭
国
伝
の
「
都
於
邪
靡
堆
、
則
魏
志
所
謂
邪
馬
台
者
也
」
と
い
う
記
述
、
即
ち
「
奈
良
地
方
の
ヤ
マ
ト

の
飛
鳥
に
あ
っ
た
倭
国
の
都
の
所
在
地
「
邪
靡
堆
」
が
、『
魏
志
』
倭
人
伝
の
「
邪
馬
台
」
の
後
身
で
あ
る
」
と
い
う
『
隋
書
』
編
者
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の
考
証
・
認
識
は
、
正
し
か
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

直
木
は
、
そ
の
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
の
地
に
該
当
す
る
十
市
郡
・
城
下
郡
に
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
の
大
倭
国
正
税
帳
段
階
で

屯
田
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
そ
の
屯
田
の
前
身
は
倭
国
造
の
支
配
圏
内
に
あ
っ
て
倭
国
造
が
深
く
運
営
に
関
与
し
た
「
倭
屯
田
（
倭
屯

家
）」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
屯
田
は
垂
仁
朝
に
太
子
の
大
足
彦
尊
（
後
の
景
行
天
皇
）
が
設
置
し
た
と
い
う
記
紀
の
伝
承
、
そ
の
垂
仁
・

景
行
天
皇
が
そ
れ
ぞ
れ
纏
向
の
珠
城
宮
と
纏
向
の
日
代
宮
に
都
し
た
こ
と
を
総
合
し
て
、
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
は
今
の
三
輪
山
の
北

の
巻
向
山
や
、
同
山
麓
の
纏
向
村
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た）

11
（

。
こ
れ
を
〈
最
小
地
名
「
ヤ
マ
ト
」
＝
「
邪
馬
台
」〉
と
い
う
本
稿
の
論
証

と
結
合
す
れ
ば
、「
邪
馬
台
」
の
地
は
今
の
巻
向
山
・
纏
向
と
結
論
で
き
る
。
す
る
と
、
最
近
の
考
古
学
が
、
そ
の
纏
向
に
あ
る
纏
向

遺
跡
と
近
傍
の
箸
墓
古
墳
を
、
邪
馬
台
国
の
故
地
と
卑
弥
呼
の
墓
と
推
測
し
て
最
も
有
望
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
極
め
て
大
き

な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
考
古
学
の
推
測
が
、
本
稿
の
考
証
に
よ
り
、
文
献
史
学
の
見
地
か
ら
確
度
が
高
い
推
定
を
支
え
と
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
の
主
張
の
鍵
は
、〈
統
一
王
朝
の
樹
立
過
程
に
て
古
代
中
国
が
絶
対
の
必
須
手
順
と
し
た
同
名
型
の
諸
侯
由
来
行
程
を
、
倭
が

0

0

模
倣
し
た

0

0

0

0

〉
と
い
う
推
定
に
あ
る
。
該
推
定
は
、
厳
密
に
は
〝
極
め
て
可
能
性
が
高
い
〟
レ
ベ
ル
の
も
の
で
、〝
証
明
〟
と
は
呼
び
得

な
い
こ
と
に
憾
み
を
遺
す
。
し
か
し
、「
倭ヤ

マ
ト」
が
同
時
に
異
な
る
三
ス
ケ
ー
ル
の
地
名
で
あ
っ
た
事
実
は
該
推
定
以
外
で
は
説
明
不
可

能
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
、
世
に
問
う
次
第
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、『
魏
志
』
倭
人
伝
の
行
程
記
事
に
一

切
依
存
せ
ず
に
邪
馬
台
国
所
在
地
問
題
を
立
論
し
た
点
に
お
い
て
、
該
問
題
の
解
決
へ
向
け
た
新
た
な
一
手
法
を
提
示
で
き
た
意
義
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
現
有
の
材
料
で
は
、「
倭
」
と
「
ヤ
マ
ト
（
邪
馬
台
）」
の
交
差
的
な
相
互
転
移
現
象
の
発
生
時
期
は
〈
大
化
前
代
の
六

世
紀
ま
で
の
ど
こ
か
〉
と
し
か
絞
れ
な
い
。
後
考
を
期
し
た
い
。
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注
（
１
） 

一
九
八
二
年
ま
で
の
主
要
論
考
・
論
点
整
理
は
佐
伯
有
清
編
『
邪
馬
台
国
基
本
論
文
集
Ⅰ
～
Ⅲ
』（
創
元
社
、
一
九
八
一
・
一
九
八
二
）、
近
年
の
研
究
史
・

論
点
整
理
は
佐
伯
有
清
『
邪
馬
台
国
論
争
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）、
石
野
博
信
ほ
か
編
『
研
究
最
前
線 

邪
馬
台
国

─
い
ま
、
何
が
、
ど
こ
ま
で

言
え
る
の
か
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
一
）、
小
林
敏
男
『
邪
馬
台
国
再
考

─
女
王
国
・
邪
馬
台
国
・
ヤ
マ
ト
政
権
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
二
）

等
参
照
。

（
２
）
渡
邉
義
浩
『
魏
志
倭
人
伝
の
謎
を
解
く

─
三
国
志
か
ら
見
る
邪
馬
台
国
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
）。

（
３
）『
漢
書
』
地
理
志-

燕
地
。

（
４
）『
後
漢
書
』
倭
伝
、『
魏
志
』
倭
人
伝
。

（
５
）『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀-

建
武
中
元
二
年
。

（
６
）『
宋
書
』
倭
国
伝
。

（
７
）『
隋
書
』
倭
国
伝
。

（
８
）『
魏
志
』
倭
人
伝
。

（
９
）『
隋
書
』
倭
国
伝
。

（
10
）
吉
田
孝
『
日
本
の
誕
生
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
一
二
頁
。

（
11
）
井
上
秀
雄
『
倭
・
倭
人
・
倭
国

─
東
ア
ジ
ア
古
代
史
再
検
討
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
一
）
二
〇
〇
頁
以
下
。

（
12
）
神
野
志
隆
光
『「
日
本
」 

国
号
の
由
来
と
歴
史
』（
講
談
社
、
二
〇
一
六
、
初
出
二
〇
〇
五
）
四
九
頁
。

（
13
）
前
掲
注
（
12
）
神
野
志
著
書
三
二
頁
。

（
15
）
前
掲
注
（
10
）
吉
田
著
書
一
〇
頁
以
下
。

（
14
）
前
掲
注
（
11
）
井
上
著
書
二
〇
一
頁
以
下
。

（
16
）『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
一
二
月
九
日
条
、
同
二
年
二
月
二
七
日
条
、
天
平
一
九
年
三
月
一
六
日
条
、
同
九
年
一
二
月
二
七
日
条
。

（
17
） 

高
山
寺
本
『
和
名
抄
』
が
部
分
国
「
大
和
」
の
訓
を
「
於
保
也
万
止
」
と
示
し
た
よ
う
に
、〈
大
い
な
る
〉
こ
と
を
強
調
し
た
い
場
合
に
は
あ
え
て
「
大
」

字
を
発
音
し
て
い
る
。

（
18
） 

前
掲
注
（
11
）
井
上
著
書
二
〇
二
頁
。
木
簡
本
文
は
和
田
萃
「
１
９
７
７
年
以
前
出
土
の
木
簡
（
五
）
─
─
奈
良
・
藤
原
宮
跡
」（『
木
簡
研
究
』
五
、

一
九
八
三
）、
奈
良
県
教
育
委
員
会
『
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告
10 

藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
』（
一
九
六
八
）
等
所
載
。

（
19
） 

本
文
・
成
立
年
は
東
京
帝
国
大
学
図
書
館
所
蔵
『
太
子
伝
傍
注
』
所
引
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
菅
原
為
長
書
写
本
・
同
奥
書
に
よ
る
（
財
団
法
人
聖
徳
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太
子
奉
讃
会
『
復
原
聖
徳
太
子
伝
暦
』、
同
会
、
一
九
二
七
。
ま
た
同
書
所
収
の
藤
原
猶
雪
「
復
原
聖
徳
太
子
伝
暦
考
証
」）。

（
20
）『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
二
日
条
。

（
21
） 

宮
内
庁
蔵
法
華
義
疏
御
草
本
。
宝
治
版
本
は
「
倭
」
に
作
る
（
四
天
王
寺
勧
学
院
三
経
義
疏
研
究
委
員
会
編
『
四
天
王
寺
会
本
法
華
経
義
疏 

上
巻
』、
四

天
王
寺
、
一
九
八
二
）。

（
22
） 「
委
」
が
倭
を
意
味
す
る
こ
と
は
、『
書
紀
』
継
体
天
皇
七
年
六
月
条
所
引
『
百
済
本
紀
』
の
、
穂
積
臣
押
山
を
指
す
「
委、

意
斯
移
麻
岐
弥
」
の
用
例
等
に

明
ら
か
。

（
23
） 

前
掲
注
（
11
）
井
上
著
書
二
〇
二
頁
、
注
（
10
）
吉
田
孝
著
書
一
三
頁
、
注
（
12
）
神
野
志
著
書
五
二
頁
以
下
、
小
林
敏
男
『
日
本
国
号
の
歴
史
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）
五
三
頁
以
下
等
。

（
24
）『
後
漢
書
』
倭
伝
、
安
帝
紀-

永
初
元
年
。

（
25
）『
釈
日
本
紀
』
一
〇-
述
義
六-

第
七-

熊
襲
。

（
26
）『
古
事
記
』
中-

垂
仁
天
皇
。

（
27
） 「
大
漢
」
は
『
漢
書
』
司
馬
相
如
伝-

司
馬
相
如
遺
札
書
、「
大
魏
（
曹
魏
）」
は
『
三
国
志
』
魏
書-

文
帝
紀-

延
康
元
年-

裴
松
之
注
所
引
『
献
帝
伝
』

載
『
禅
代
衆
事
』
某
月
辛
亥
条
許
芝
上
奏
、
輔
国
将
軍
等
上
奏
、「
大
晋
」
は
『
晋
書
』
粛
宗
明
帝
紀-

太
寧
三
年
七
月
辛
未
条
所
引
明
帝
詔
、「
大
宋
」

は
『
宋
書
』
明
帝
紀-

泰
始
元
年
一
二
月
丙
寅
条
所
引
明
帝
詔
、「
大
梁
」
は
『
梁
書
』
元
帝
紀-

大
宝
二
年
一
〇
月
辛
丑
条
所
引
王
僧
弁
等
奉
表
、「
大

斉
（
南
斉
）」
は
『
南
斉
書
』
礼
志
上
所
引
建
元
元
年
七
月
王
倹
議
、「
大
陳
」
は
『
陳
書
』
宣
帝
紀-

太
建
二
年
八
月
甲
申
条
所
引
宣
帝
詔
、「
大
魏
（
北

魏
）」
は
『
魏
書
』
前
廃
帝
広
陵
王
（
節
閔
帝
）
記-

普
泰
元
年
二
月
己
巳
条
所
引
節
閔
帝
詔
、「
大
斉
（
北
斉
）」
は
『
周
書
』
晋
蕩
公
護
伝
所
引
保
定

四
年
閻
姬
書
、「
大
周
（
北
周
）」
は
『
周
書
』
宣
帝
紀-

大
象
元
年
二
月
辛
巳
条
所
引
宣
帝
詔
に
、「
大
隋
」
は
『
隋
書
』
李
穆
伝
所
引
李
穆
上
表
、「
大

唐
」
は
『
旧
唐
書
』
礼
儀
志
二
所
引
貞
観
一
七
年
五
月
顔
師
古
上
表
に
見
え
る
。

（
28
）『
釈
日
本
紀
』
巻
第
一
六-

秘
訓
一-

第
一-

日
本
書
紀
巻
第
一
所
引
私
記
。

（
29
）『
釈
日
本
紀
』
巻
第
一-

開
題-

日
本
国
・
倭
国
。

（
30
）『
釈
日
本
紀
』
巻
第
一-

開
題-

日
本
国
・
倭
国
。

（
31
）『
宋
書
』
楽
志
三-

大
曲-

羅
敷-

豔
歌
羅
敷
行-

古
詞
。

（
32
）『
後
漢
書
』
倭
伝
。

（
33
） 

直
木
孝
次
郎
「〝
や
ま
と
〟
の
範
囲
に
つ
い
て
─
奈
良
盆
地
の
一
部
と
し
て
の
─
」（『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
七
五
、
初
出

一
九
七
〇
）。

（
34
）
前
掲
注
（
33
）
直
木
論
考
五
〇
〇
頁
以
下
。
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（
35
）
大
森
志
郎
「
上
代
仮
名
遣
ひ
か
ら
見
た
邪
馬
臺
国
の
擬
定
」（
注
（
１
）
佐
伯
編
著
書
Ⅱ
、
初
出
一
九
五
五
）。

（
36
）
古
田
武
彦
「
邪
馬
壱
国
」（
注
（
１
）
佐
伯
編
著
書
Ⅲ
、
初
出
一
九
六
九
）。

（
37
） 『
隋
書
』
倭
国
伝
の
流
布
本
（
宋
刻
遞
修
本
・
百
衲
本
等
）
に
「
都0

於
邪
靡

0

0

堆
、
則
魏
志
所
謂
邪0

馬
台
者
也
」
と
あ
る
。
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
卜
部

兼
永
校
正
奥
書
を
持
つ
『
釈
日
本
紀
』（
巻
一
開
題-

日
本
・
倭
）
が
引
く
『
延
喜
公
望
私
記
』
所
引
本
（
延
喜
四
年
（
九
〇
四
）
日
本
紀
講
書
で
矢
田

部
公
望
が
参
照
し
た
本
）
は
「
都0

於
耶󠄂
摩

0

0

堆
、
則
魏
志
所
謂
耶󠄂0

馬
台
者
也
」
に
作
る
。
ま
た
『
隋
書
』
に
二
三
年
遅
れ
て
成
立
し
た
『
北
史
』
倭
伝
（
元

大
徳
本
）
は
「
居0

於
邪
摩

0

0

堆
、
則
魏
志
所
謂
邪0

馬
台
者
也
」
に
作
る
。
三
者
に
は
異
同
が
あ
る
が
、『
魏
志
』
倭
人
伝
か
ら
引
用
し
た
三
字
の
末
尾
は
す

べ
て
「
台
（
臺
）」
で
あ
る
。
唐
の
貞
観
一
〇
年
（
六
三
六
）
に
『
隋
書
』
の
本
紀
・
列
伝
を
完
成
奏
上
さ
せ
た
魏
徴
ら
や
、
顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
に

完
成
奏
上
さ
れ
た
『
北
史
』
の
編
者
李
大
師
・
李
延
寿
親
子
が
参
照
し
た
『
三
国
志
』（『
魏
志
』
倭
人
伝
）
の
写
本
で
は
、該
当
三
字
は
「
邪
馬
台
（
臺
）」

で
あ
っ
た
と
推
断
で
き
る
。

（
38
） 

台
湾
大
学
中
国
文
学
系
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
・
資
訊
科
学
研
究
所
・
数
位
文
化
中
心
共
同
開
発
『
小
學
堂
』（https://xiaoxue.iis.sinica.

edu.tw

）「
漢
字
古
今
音
資
料
庫
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
中
古
音
」（
以
下
、
漢
字
音
復
元
は
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
拠
る
。
括
弧
内
は
発
音
復
元
者
名
）
に
よ

れ
ば
、d

hăi

（
高
本
漢
）
／dɒi
（
王
力
）
／d

hA
i

（
董
同
龢
）
／dəi

（
周
法
高
）
／d ậi

（
李
方
桂
）
／d

həi

（
陳
新
雄
）。

（
39
） də

（
王
力
）
／d

hɡ

（
董
同
龢
）
／dəɣ

（
周
法
高
）
／dəg

（
李
方
桂
）。「ɣ

」
は
有
声
軟
口
蓋
摩
擦
音
で
、
日
本
語
で
は
母
音
の
後
ろ
の
ガ
行
の
子

音
の
音
価
。

（
40
） 

神
武
天
皇
即
位
前
紀
甲
寅
年
一
〇
月
辛
酉
条
本
注
に
「
一
柱
騰
宮
、
此
云
阿あ

斯し

毘ひ

苔と

徒つ

鞅あ

餓が

離り

能の

瀰み

椰や

」、
同
戊
午
年
一
〇
月
癸
巳
朔
条
に
「
比ひ

苔と

瑳さ

破は

而に

、
異い

離り

烏を

利り

苔と

毛も

、
比ひ

苔と

瑳さ

破は

而に

、
枳き

伊い

離り

烏を

利り

苔と

毛も

…
毛も

毛も

那な

比ひ

苔と

、
比ひ

苔と

破は

易い

陪へ

廼と

毛も

」、
同
一
二
月
丙
申
条
に
「
介か

瀰み

羅ら

毘ひ

苔と

茂も

苔と

、
曾そ

迺の

餓が

毛も

苔と

」、
同
己
未
年
二
月
辛
亥
条
本
注
に
「
坂
下
、
此
云
瑳さ

伽か

梅も

苔と

」、
崇
神
天
皇
八
年
四
月
乙
卯
条
本
注
に
「
掌
酒
、
此
云
佐さ

介か

弭び

苔と

」、
同
一
〇
年
九

月
壬
子
条
に
「
志し

斉せ

務む

苔と

…
〈
一
云
…
許こ

呂ろ

佐さ

務む

苔と

〉」、
神
功
皇
后
摂
政
元
年
三
月
庚
子
条
に
「
于う

摩ま

譬ひ

苔と

奴ど

知ち

野や

…
伽か

豆づ

区く

苔と

利り

…
介か

豆づ

区く

苔と

利り

」、

同
一
三
年
二
月
己
酉
条
に
「
保ほ

枳き

茂も

苔と

陪ほ

之し

」、
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
「
歌
曰
、
知ち

破は

揶や

臂ひ

苔と

…
破は

揶や

鶏け

務む

臂ひ

苔と

辞し

…
伊い

枳き

羅ら

牟む

苔と

…
伊い

斗と

羅ら

牟む

苔と

…

望も

苔と

弊へ

破は

」、
仁
徳
天
皇
一
六
年
七
月
戊
寅
朔
条
に
「
於お

瀰み

能の

烏を

苔と

咩め

烏を

」、
同
二
二
年
正
月
条
に
「
于う

磨ま

臂ひ

苔と

能の

…
那な

羅ら

陪べ

務む

苔と

虚こ

層そ

」、
同
三
〇
年
九

月
乙
丑
条
に
「
那な

珥に

波は

譬ひ

苔と

、須す

儒ず

赴ふ

泥ね

苔と

羅ら

斉せ

…
曾そ

能の

赴ふ

尼ね

苔と

羅ら

斉せ

、於お

朋ひ

瀰み

赴ふ

泥ね

苔と

礼れ

…
夜や

莽ま

苔と

烏を

輸す

疑ぎ

」、允
恭
天
皇
二
年
二
月
己
酉
条
本
注
に
「
汝
、

此
云
那な

鼻び

苔と

也
」、
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
に
「
虚こ

多た

智ち

于う

須す

家け

苔と

」、
天
武
天
皇
九
年
三
月
乙
酉
条
本
注
に
「
巫
鳥
、
此
云
芝し

苔と

と々

」、
朱
鳥
元
年
七
月
戊

午
条
本
注
に
「
朱
鳥
、
此
云
阿あ

訶か

美み

苔と

利り

」。

（
41
） 

坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
『
日
本
書
紀
（
三
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
、
初
出
一
九
六
五
）
三
七
〇
頁
（
補
注
16 

巻
第
十
六 

武
烈
天
皇-

一 

天
皇
号
）、

小
林
利
男
「
王
・
大
王
号
と
天
皇
号
・
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
考
」（『
古
代
天
皇
制
の
基
礎
的
研
究
』、
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
）、
熊
谷
公
男
『
日
本
の
歴
史
03 

大
王
か
ら
天
皇
へ
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
）
二
三
四
頁
、
北
康
宏
「
天
皇
号
の
成
立
と
そ
の
重
層
構
造
─
ア
マ
キ
ミ
・
天
皇
・
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
─
」（『
日
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本
史
研
究
』
四
七
四
、二
〇
〇
二
）
等
。

（
42
） 『
釈
日
本
紀
』
巻
第
一-

開
題-

日
本
国
・
倭
国
。

（
43
） 

貝
塚
茂
樹
「
五
等
爵
制
の
成
立

─
左
氏
諸
侯
爵
制
説
考
」（『
貝
塚
茂
樹
著
作
集 

第
二
巻
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
、
初
出
一
九
三
七
）、
西
嶋
定

生
「
二
十
等
爵
制
の
形
成
」（『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
）
等
。

（
44
）『
史
記
』
秦
本
紀-

襄
公
七
年
、
恵
文
君
（
恵
王
）
三
年
、
秦
始
皇
本
紀-

始
皇
二
六
年
。

（
45
）『
漢
書
』
高
帝
紀-

上-

秦
二
世
元
年
、
同
孟
康
注
。

（
46
）『
漢
書
』
高
帝
紀-

上-

秦
二
世
二
年
。

（
47
）『
史
記
』
秦
楚
之
際
月
表-

秦
二
世
三
年
一
二
月
。

（
48
）『
漢
書
』
高
帝
本
紀-
元
年
。

（
49
）『
漢
書
』
成
帝
紀-
永
始
元
年
五
月
、
地
理
志
八
上-

南
陽
郡
、
王
莽
伝-

上
。

（
50
）『
漢
書
』
翟
方
進
伝-

子
義
。

（
51
）『
三
国
志
』
魏
書-

武
帝
本
紀-
建
安
一
七
年
、
一
八
年
、
一
九
年
、
二
一
年
。

（
52
）『
三
国
志
』
魏
書-

文
帝
紀-

黄
初
二
年
、
同
呉
書-

呉
主
孫
権
伝-

黄
初
二
年
。

（
53
）『
晋
書
』
太
祖
文
帝
紀-

甘
露
三
年
、
景
元
元
年
、
同
二
年
、
同
四
年
。

（
54
）『
三
国
志
』
魏
書-

三
少
帝
紀
四-

陳
留
王
奐-
咸
熙
元
年
。

（
55
）『
晋
書
』
世
祖
武
帝
紀-

咸
熙
二
年
。

（
56
）『
宋
書
』
武
帝
紀-

中-

義
熙
一
二
年
、
一
三
年
。

（
57
）『
南
斉
書
』
高
帝
本
紀-

上-

昇
明
三
年
。

（
58
）『
梁
書
』
武
帝
本
紀-

上-

中
興
二
年
。

（
59
）『
南
史
』
陳
武
帝
紀-

太
平
二
年
。

（
60
）『
北
史
』
魏
序
紀-

穆
帝
三
年
、
八
年
。

（
61
）『
北
史
』
魏
紀-

太
祖
道
武
帝-

登
国
元
年
。

（
62
）『
北
史
』
魏
紀-

太
祖
道
武
帝-

天
興
元
年
。

（
63
）『
北
斉
書
』
神
武
帝
紀-

上
。

（
64
）『
北
斉
書
』
神
武
帝
紀-

上
。

（
65
）『
北
斉
書
』
神
武
帝
紀-

下
。
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（
66
）『
北
史
』
斉
世
宗
文
襄
帝
紀-

武
定
五
年
、
同
七
年
。

（
67
）『
北
史
』
斉
顕
祖
文
宣
帝
紀-

武
定
八
年
。

（
68
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

永
熙
三
年
。

（
69
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

大
統
元
年
。

（
70
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

大
統
一
四
年
。

（
71
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

大
統
一
四
年
。

（
72
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

恭
帝
三
年
。

（
73
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

恭
帝
三
年
、
周
孝
閔
帝-

元
年
。

（
74
）『
周
書
』
楊
忠
伝
。

（
75
）『
周
書
』
楊
忠
伝
、『
周
書
』
文
帝
紀-

下-

大
統
一
五
年
。

（
76
）『
隋
書
』
高
祖
紀-
上
。

（
77
）『
旧
唐
書
』
高
祖
本
紀
。

（
78
）『
周
書
』
武
帝
紀-

上-

保
定
四
年
。

（
79
）『
旧
唐
書
』
高
祖
本
紀
。

（
80
）『
旧
唐
書
』
高
祖
本
紀-

義
寧
元
年
、
同
二
年
。

（
81
）『
旧
唐
書
』
高
祖
本
紀-

武
徳
元
年
。

（
82
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

賛
。

（
83
）『
北
史
』
周
太
祖
文
帝-

恭
帝
三
年
。

（
84
） 「
周
国
」
は
『
史
記
』
周
本
紀-

幽
王
三
年
、「
漢
国
」
は
『
漢
書
』
陳
湯
伝-

耿
育
上
書
、『
後
漢
書
』
安
帝
紀-

延
平
元
年
八
月-

鄧
太
后
策
命
、「
魏

国
（
曹
魏
）」
は
『
三
国
志
』
魏
書-

明
帝
紀-

青
竜
二
年
所
引
『
献
帝
伝
』
所
引
明
帝
告
文
、「
晋
国
」
は
『
晋
書
』
楽
志-

上-

四
廂
楽
歌-

食
挙
楽

東
西
廂
歌
、「
宋
国
」
は
『
宋
書
』
西
南
夷-

闍
婆
婆
達
国
伝-
師
黎
婆
達
陁
阿
羅
跋
摩
表
、「
斉
国
（
南
斉
）」
は
『
南
斉
書
』
楽
志-

元
会
大
饗
四
廂

楽
歌
辞-

朝
会
楽
辞-

殿
前
登
歌
辞
、「
梁
国
」
は
『
広
弘
明
集
』
四-
帰
正
篇
第
一
之
四-

天
監
三
年
四
月
八
日
梁
武
帝
捨
事
李
老
道
法
詔
、「
陳
国
」

は
『
陳
書
』
高
宗
二
十
九
王
列
伝-

岳
陽
王
叔
慎
、「
魏
国
（
北
魏
）」
は
『
魏
書
』
景
穆
十
二
王
列
伝-

任
城
王
雲-

雲
長
子
澄-

第
四
子
彝-

彝
兄
順
、

「
斉
国
（
北
斉
）」
は
『
北
史
』
突
厥
伝-

他
鉢
可
汗
、「
周
国
（
北
周
）」
は
『
北
史
』
柳
遐
伝-

子
荘
、「
隋
国
」
は
『
隋
書
』
恭
帝
紀-

義
寧
二
年
五

月
戊
午
詔
、「
唐
国
」
は
『
全
唐
文
』
一
七
六-

袁
楚
客-

規
魏
元
忠
書
。

（
85
）『
旧
唐
書
』
則
天
皇
后
紀-

天
授
元
年
、
同
睿
宗
紀-

即
位
前
紀
。
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（
86
）『
旧
唐
書
』
中
宗
紀-

神
龍
元
年
。

（
87
）『
隋
書
』
崔
仲
方
伝-

上
書
論
取
陳
之
策
。

（
88
）『
三
国
志
』
蜀
書-

先
主
（
劉
備
）
伝-

黄
初
元
年-

許
靖
等
上
表
。

（
89
）『
後
漢
書
』
三
韓
伝
、『
三
国
志
』
魏
書-

韓
伝
等
。

（
90
）『
三
国
志
』
魏
書-

高
句
麗
伝
、
同
百
済
伝
、『
北
斉
書
』
武
成
帝-

河
清
四
年
等
。

（
91
）『
宋
書
』
高
句
驪
国
伝
。

（
92
）『
書
紀
』
景
行
天
皇
一
八
年
三
月
条
。
和
訓
は
「
比
奈
毛
利
」（『
日
本
書
紀
私
記
（
丙
本
）』
本
紀
第
七-

景
行
天
皇
）。

（
93
）『
書
紀
』
景
行
天
皇
一
八
年
三
月
条
、『
日
本
書
紀
私
記
（
丙
本
）』
本
紀
第
七-

景
行
天
皇
。

（
94
）
前
掲
注
（
33
）
直
木
論
考
五
〇
二
～
五
〇
八
頁
。

付
記

本
稿
は
武
蔵
大
学
人
文
学
部
日
本
・
東
ア
ジ
ア
文
化
学
科
に
て
二
〇
二
一
年
度
に
担
当
し
た
一
年
生
向
け
授
業
「
日
本
・
東
ア
ジ
ア
文
化
基
礎
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

の
成
果
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
受
講
生
諸
君
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。


